
第３次つるが男女共同参画プラン

令和元年度年次報告書

敦賀市企画政策部市民協働課
男女共同参画室





基本目標１　人権を尊重した男女共同参画の意識をつくる 基本目標２　男女共同参画のための生活環境を整える

事業 課 事業 課

基本目標３　男女共同参画のための仕事環境をつくる

事業 課 事業 課

　合　　計

事業 課

具体的
施策数

具体的
施策数

具体的
施策数

具体的
施策数

具体的
施策数

事業数 取組課

事業数 取組課

5

629

着手項目数

27 140

計画項目数 71

着手項目数 67

実施率

令和元年度 第３次つるが男女共同参画プランにおける施策の実施状況

実施率 100%

16

着手項目数

実施率

16

7
100%実施率

23

14

93%
178

実施率

計画項目数

計画項目数 15

着手項目数

94%

929

18着手項目数

計画項目数 18

86%

7

基本目標４　男女共同参画の視点を取り入れた推進と
　　　　　　進行管理の体制を構築する

37

5

事業数 取組課

59

事業数

計画項目数 事業数 取組課

取組課

22

19
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基本目標１　人権を尊重した男女共同参画の意識をつくる

市民協働課、三島会館、生涯学習課、健康推進課、長寿健康課、児童家庭課、学校教育課、図書館、観光交流
課 ９

基本目標２　男女共同参画のための生活環境を整える

市民協働課、健康推進課、児童家庭課(児童文化センター、子育て総合支援センター含む）、生涯学習課、学
校教育課、長寿健康課、地域福祉課、住宅政策課、環境廃棄物対策課、総務課、危機管理対策課、図書館、商
工貿易振興課、都市政策課、清掃センター

１７

基本目標３　男女共同参画のための仕事環境をつくる

病院総務企画課、市民協働課、総務課、児童家庭課、商工貿易振興課、農林水産振興課 ６

基本目標４　男女共同参画の視点を取り入れた推進と進行管理を構築する

市民協働課、児童家庭課、総務課、秘書広報課、情報管理課 ５

３７　課
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つるが男女共同参画プラン
敦賀市において、男女共同参画社会を実現するための施策を総合的かつ計画的に実施するための基本計画です。
第３次プランは、平成２８年３月に策定され、計画期間を平成２８年度から令和２年度までとしています。

令和元年度年次報告書
　 令和元年度の敦賀市における、男女共同参画の推進に関する行政の取組（市の施策・事業）の実施状況を明らかにした報告書です。

■年次報告書の見方

　　　　基本目標１　　人権を尊重した男女共同参画の意識をつくる

基本課題（１）　お互いに人権を尊重しあい、暴力を根絶する社会をつくる

評価欄　　　 Ａ：男女共同参画の視点から見て、例年以上の大きな成果があった　　 Ｂ：男女共同参画の視点から見て、例年並みの成果があった　　　 
Ｃ：男女共同参画の視点から見てあまり成果がなかった　　　　　　　 Ｄ：男女共同参画の視点から見て成果がなかった　　　　　 　 　 

方向性欄　　　↗：事業内容を充実させる　　　　　　　　→：事業内容を維持する　　　　　　　　↘：事業内容を縮小する　　 　　　                

次年度欄　 　新：新規に取り組む　　　継：継続する　　　検：内容等を検討する　　　完：完了した　　　廃：廃止する　   　　     　　          

　施策１　日頃からその人らしさと能力を尊重する

成果/課題 次年度 方向性

a

市民や男女共同参画
推進員を対象に講座や
研修会を開催し、人権
尊重に関する啓発を充
実します。

　市民、地域推進員、事業所推進員、市内中学生、市窓
口業務担当者といった様々な対象向けに男女共同参画
講座を開催し、人権尊重に関する啓発を充実した。
　課題として、出前講座等人が集まっている所に出向い
て啓発をしていく取組みの必要性を感じる。 継 ↗ 市民協働課 Ｂ

　第３次つるが男女共同参画プランは、次の例示※１、※２、※３、※４のように、まず、４つの「基本目標」を定め、順次、「基本課題（１）～（１６）」、「施
策（１）～（２７）」、「計画項目」と細分類化した上で、各「計画項目」毎に、「実績」「成果・課題」欄を設け、次のA・B・C・Dに基づき、担当課において評価
し、次年度事業の方向性を示しております。

①　人権尊
重に関する
啓発を充実
する

・男女共同参画講座の開催　７回　延べ ４３３人参加
　（男女共同参画推進講座、男女共同参画推進員研
修会、デートDV防止講座、ＤＶ被害者支援専門研修
会）
・男女共同参画啓発パネル展の開催（市役所）

　日頃からお互いの人権を尊重するためには、あらゆる場で人権尊重の
意識を高める取り組みが求められます。

　男女共同参画社会とは、すべての人々が喜びや責任などを分かち合い、個性や能力を発揮できる社会です。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績

※１

※２

※３

※４

‐3‐



第３次つるが男女共同参画プラン　具体的施策実施報告
 

基本目標１　人権を尊重した男女共同参画の意識をつくる

男女共同参画審議会　評価コメント

　わたしたちが実現すべき男女共同参画社会とは、女性も男性も、すべての人々が喜びや責任などを分かち合い、個性や能力を発揮できる社会で
す。そこで、男女が個人として尊重され、多様な生き方を選択できるよう、人権尊重の意識啓発を推進します。
　また、ＤＶをはじめ、多様化しているあらゆる暴力を防止し、被害者への支援体制を整え、安心して暮らせるようにします。
　さらに、個人の自由な生き方が選択できる、誰もが暮らしやすいまちづくりを実現し、地域の活性化に繋げていきます。

・災害時には地域において性別に関わらず団結する必要があり、日頃から地域に関心をもつことが大切である。
・各種講座はより多くの人に受講してもらえるよう関係団体とタイアップするとよい。子育て世代が参加できるよう託児ができるとよい。
・ＤＶ被害防止のシンボルマークであるパープルリボンのイルミネーションを高校生が作製したことは、同年代の方に女性に対する暴力の防止に
ついてより身近に感じてもらえる機会となり大変よい。
・講座や各種相談窓口に関する広報は、必要な人のところへ届いていない、各種窓口があるがどこへ相談するか悩む、行政機関以外の窓口で相談
を受けることもあり、整備や周知方法については媒体の特性を考慮し戦略を考えた対応が必要である。
・ＤＶ被害者の友人が気付き相談に訪れることがあり、本人はＤＶの認識や自覚がなく表面化しない一面がある。
・ＤＶ相談の事例では、実際に複数の関係機関との連携がとれていた。
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基本課題（１）お互いに人権を尊重しあい、暴力を根絶する社会をつくる

　施策１　日頃からお互いの人権を尊重する

成果/課題 次年度 方向性

→ 市民協働課 Ｂ

①　人権尊
重に関する
啓発を充
実する

a

市民や男女共同参画推
進員を対象に講座や研
修会を開催し、人権尊
重に関する啓発を充実
します。

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。

・男女共同参画推進講座（市民対象）
　令和２年３月２２日（日）に予定していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため講座開催を中止とした。

　地域及び事業所推進員研修会では、男女の人権につい
て、事業所推進員研修会では、職場における人権につい
て学ぶ機会を設けることができた。
　男女共同参画推進講座は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止となった。
　人権を尊重し、性別に関係なく活躍することを支援する
講座を今後も開催していきたい。

継

　日頃からお互いの人権を尊重するためには、あらゆる場で人権尊重の意識を高める取り組みが求められます。
　本市では、人権尊重に関する啓発を充実させ、固定的な価値観にとらわれない行動を促進していきます。
　また、女性の人権に関わるものとしてリプロダクティブ・ヘルス／ライツ（女性特有の健康と権利）等についての認識が広がるよう取り
組みます。
　暴力が主に女性や子ども、高齢者、障がい者などに向けられることや、暴力の形態が多様化している背景を踏まえ、相談しやすい体制等
を整備し、被害者への支援を充実させます。
　特に、未成年者の間でも起こるデートＤＶについては、被害、加害の双方を防止するため、大学、高校、中学校における啓発を行いま
す。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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b

人権週間にあわせて、
啓発活動を実施しま
す。

　広く一般の人に人権啓発を行うことができた。

継 → 三島会館 B

ｃ

深い認識と実践力を
持った指導者を育成し、
様々な人権問題の早期
解決に向けて、日常生
活の中に活かせる人権
感覚を身につけるため
の教育啓発活動を一層
推進します。

　講演では、結婚差別などの深刻な事例も、前向きにまず
一人動くことの大切さや、人権に関しての研修会などが果
たしている積極的な役割を学んだ。分科会では、身元調査
などの部落差別が温存されていることについて学び、なぜ
そのような差別が残っているのか、また差別の解決のため
に、自分は何ができるのかを考え、変えたいことや始めた
いことなどについて話し合い、互いの人権意識の醸成を
図った。
　参加者が各職場で啓発活動ができるかが課題。

継 → 生涯学習課 Ｂ

a

性別で役割分担を決め
ず、お互いにその価値
観を尊重して行動しま
しょう。

　　― ― ― ― ―

②　固定的
な価値観
にとらわれ
ず人権を
尊重した行
動をする

≪市民の取り組み≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

①　人権尊
重に関する
啓発を充
実する

≪人権擁護啓発事業≫
　人権擁護委員及び幼稚園児による街頭での人権啓発物等の配
布

≪福井県人権教育指導者研修会≫
　６月６日・７日に「パレア若狭」にて同内容で開催。本市から２日
間で４０名が参加。演題「へこたれへん～人はきっとつながれる
～」の公演を受け、テーマ「差別について考える」で体験的参加型
学習を行った。
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a

市民や男女共同参画推
進員を対象に講座や研
修会を開催し、女性の
健康と権利に関する認
識や理解の向上を図り
ます。

　女性の健康と権利が侵害された時に相談を第一線で受
ける可能性のある窓口各課職員等を対象に研修会を開催
し、必要となる専門知識を学ぶことができた。
　リプロダクティブ・ヘルス/ライツは重要な権利なので今後
も継続して啓発に努めたい。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

女性の健康の保持・増
進を促し、女性が自己
の健康管理を行えるよ
う、女性のライフステー
ジに対応した課題につ
いて、健康教育、知識
の普及・啓発、健康相
談、保健指導を行い支
援します。

　対象となる年齢層は幅広く、今後もあらゆる場を活用し、
適切な職種による相談等を継続していく。

継 → 健康推進課 B

【用語】リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）
　1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、女性の人権の重要な一つ。いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊
娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。 （内閣府男女共同参画局　用語集より抜粋）

③　リプロ
ダクティブ・
ヘルス／ラ
イツ（女性
特有の健
康と権利）
等について
学ぶ

≪男女共同参画推進事業≫
・ＤＶ被害者支援専門研修会
　演　題　　「相談対応から見えるＤＶ被害の現状と支援について」
　講　師　　公益財団法人ふくい女性財団　　主査　東野　香里　氏
　日　時　　令和元年８月１日（木）１３時３０分～１５時００分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 ５３名
　　　　　　　（市窓口担当課、市内公私立保育園及び幼稚園長、放
課後児童クラブ代表、市内小中高養護教諭、敦賀病院 医療支援
部地域医療連携室）
　内　容　　ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性
のある現場職員が事例をもとに専門的知識を深めた。

・ＤＶ防止講座
　演 題　　　「避難生活でいのち・健康・安全、本当に守れますか？
　　　　　　　～高齢者・障害者・子ども・女性の視点から～」
　講　師　　減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表
　　　　　　　早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員
　　　　　　　浅野　幸子　氏
　日　時　　令和元年１１月７日（木）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 １０１名
　　　　　　　（つるが男女共同参画ネットワーク会員、市職員［危機
管理対策課、他避難所開設に伴う職員、公民館の職員］、敦賀市
公私立保育園及び幼稚園長、放課後児童クラブ代表、市内小中
高養護教諭、敦賀病院 医療支援部地域医療連携室、地域包括支
援センター）
　内容　　災害時に弱者が被害に遭うリスクが高まる、という調査
結果をもとに、災害時にどのようなことが起こっているのかを知り、
男女共同参画の視点から見た防災を学んだ。
　≪健康相談等事業≫
・来所相談や電話相談を随時行った。
・生活習慣病予防の啓発と健康相談を行った。（ほっとけんこうイ
チ５回）
・乳房の自己触診の啓発を行った。（乳がん検診時２２回 ５５９人）
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　施策２　あらゆる暴力を防止・根絶する

成果/課題 次年度 方向性

a

ＤＶ被害者支援専門研
修会及びデートＤＶ防止
講座を開催し、ＤＶから
の被害者保護・支援に
ついての啓発を充実し
ます。

　ＤＶ被害者支援専門研修会ではＤＶの早期発見、被害防
止のために、相談関係各課を対象に研修会を実施し、各
機関の役割を再確認するとともに専門的な知識を深めるこ
とができた。
　ＤＶ防止講座では、関心が高い避難生活をテーマとして
開催し、実際の災害事例を基に現場ではどのような対応
が求められるか、どのような視点が必要かを学ぶことがで
きた。昨年の倍の参加者人数となり、災害時に増加するリ
スクが高まるＤＶや性暴力の意識づけを図り、未然に防ぐ
ための心構え、対策についてイメージする場を幅広く提供
することができた。

継 → 市民協働課 A

①　多様化
する暴力
からの被
害者保護・
支援につ
いての啓
発を充実
する

≪男女共同参画推進事業≫
・ＤＶ被害者支援専門研修会
　演　題　　「相談対応から見えるＤＶ被害の現状と支援について」
　講　師　　公益財団法人ふくい女性財団　　主査　東野　香里　氏
　日　時　　令和元年８月１日（木）１３時３０分～１５時００分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 ５３名
　　　　　　　（市窓口担当課、市内公私立保育園及び幼稚園長、放
課後児童クラブ代表、市内小中高養護教諭、敦賀病院 医療支援
部地域医療連携室）
　内　容　　ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性
のある現場職員が事例をもとに専門的知識を深めた。

・ＤＶ防止講座
　演 題　　　「避難生活でいのち・健康・安全、本当に守れますか？
　　　　　　　～高齢者・障害者・子ども・女性の視点から～」
　講　師　　減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表
　　　　　　　早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員
　　　　　　　浅野　幸子　氏
　日　時　　令和元年１１月７日（木）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 １０１名
　　　　　　　（つるが男女共同参画ネットワーク会員、市職員［危機
管理対策課、他避難所開設に伴う職員、公民館の職員］、敦賀市
公私立保育園及び幼稚園長、放課後児童クラブ代表、市内小中
高養護教諭、敦賀病院 医療支援部地域医療連携室、地域包括支
援センター）
　内容　　災害時に弱者が被害に遭うリスクが高まる、という調査
結果をもとに、災害時にどのようなことが起こっているのかを知り、
男女共同参画の視点から見た防災を学んだ。
　

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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a

男女共同参画に関する
様々な相談に応じられ
る窓口の充実を図りま
す。
また、複雑多様化する
相談内容に対応するた
め、各相談機関との連
携を密にし、相談体制
を充実させ、被害者へ
の支援を行います。

　複雑多様化する相談内容に対応するため、相談員間及
び関係機関において連携を密にとり、相談者に寄り添った
対応ができた。
　相談者が子どもと一緒に来所した際も、安心して相談で
きる環境を整えた。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

複雑多様化する相談内
容に対応するため、各
相談機関との連携を密
にし、通報体制を確立し
ます。

　相談の内容に合わせて適切な関係機関を判断し、迅速
な対応を行った。
　今後もそれぞれの機関の役割を最大限発揮できるよう
に、連携を密に行っていきたい。 継 → 市民協働課 Ｂ

b

ＤＶ被害者を保護・救済
するため、通報体制を
確立し、関係部署の連
携を図ります。

　連携強化によって、迅速な対応ができた。今後もより一
層関係機関との連携を充実させたい。

継 → 市民協働課 Ｂ

≪関係部署の連携≫
　関係機関の情報を収集し、必要に応じて二州健康福祉セン
ター、警察署、市窓口等への同行支援を行った。

②　相談体
制を充実
し、被害者
への支援
を行う

≪相談事業≫
・相談員３名
・相談日
　毎週月～金曜日、第２・第４土曜日　８時３０分～１７時１５分
　第１・第３金曜日　 ８時３０分～２０時００分
  相談総件数　１７０件（うちＤＶ２２件）
・関係機関との連携を実施
・ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性のある現
場職員、窓口担当職員への研修や連絡会を実施

③　通報体
制を確立し
被害者を
保護・救済
する

≪相談事業≫
二州健康福祉センター、敦賀警察署等と連携して実施
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a

ＤＶ被害者支援専門研
修会及びデートＤＶ防止
講座を開催し、デートＤ
Ｖや子どもへの暴力な
どの被害防止や被害者
保護・支援についての
啓発を充実します。

　災害時に増加するリスクが高まるＤＶや性暴力につい
て、子どもにおける対応に関し、未然に防ぐための意識づ
けを図ることができた。
　相談関係各課を対象に研修会を実施し、デートＤＶの早
期発見、被害防止のためにデートＤＶ予備軍の行動、ＳＮ
Ｓでの事例等を基に各機関の役割を再確認するとともに
専門的な知識を深めることができた。

継 → 市民協働課 A

④　ＤＶや
デートＤＶ、
子どもや高
齢者などへ
の暴力など
を防止する

≪男女共同参画推進事業≫
・ＤＶ被害者支援専門研修会
　演　題　　「相談対応から見えるＤＶ被害の現状と支援について」
　講　師　　公益財団法人ふくい女性財団　　主査　東野　香里　氏
　日　時　　令和元年８月１日（木）１３時３０分～１５時００分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 ５３名
　　　　　　　（市窓口担当課、市内公私立保育園及び幼稚園長、放
課後児童クラブ代表、市内小中高養護教諭、敦賀病院 医療支援
部地域医療連携室）
　内　容　　ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性
のある現場職員が事例をもとに専門的知識を深めた。

・ＤＶ防止講座
　演 題　　　「避難生活でいのち・健康・安全、本当に守れますか？
　　　　　　　～高齢者・障害者・子ども・女性の視点から～」
　講　師　　減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表
　　　　　　　早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員
　　　　　　　浅野　幸子　氏
　日　時　　令和元年１１月７日（木）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 １０１名
　　　　　　　（つるが男女共同参画ネットワーク会員、市職員［危機
管理対策課、他避難所開設に伴う職員、公民館の職員］、敦賀市
公私立保育園及び幼稚園長、放課後児童クラブ代表、市内小中
高養護教諭、敦賀病院 医療支援部地域医療連携室、地域包括支
援センター）
　内容　　災害時に弱者が被害に遭うリスクが高まる、という調査
結果をもとに、災害時にどのようなことが起こっているのかを知り、
男女共同参画の視点から見た防災を学んだ。
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b

複雑多様化する相談内
容に対応するため、各
相談機関との連携を密
にし、相談業務の強化
にあたります。
特に、相談者または関
係機関からの情報によ
り、二州健康福祉セン
ター等と連携し、デート
ＤＶや子どもへの暴力な
ど若年層の被害を防止
します。

　ＤＶの早期発見、被害防止のために、相談関係各課を対
象に研修会を実施し、各機関の役割を再確認するとともに
専門的な知識を深めることができた。

継 → 市民協働課 Ｂ

c

要保護児童の早期発見
及び適切な保護、さら
に、要支援児童等の適
切な支援を行うため、要
保護児童地域対策協議
会の運営や児童虐待の
予防、早期発見・対応
のための啓発活動を行
います。

　実務者会議や個別ケース検討会議が円滑に運営される
よう各機関の代表者による代表者会議を開催した。実務
者会議や個別ケース検討会議において、関係機関で情報
を共有し、必要な支援内容や方向性を協議するとともに、
役割分担をし連携しながら継続的な支援を行った。
　要保護児童対策地域協議会では、管理ケースの把握を
行うとともに支援状況を関係機関で共有し、連携を図っ
た。

継 → 児童家庭課 B

d

広報紙にて、虐待を予
防するためにできること
や虐待通告が義務であ
ること等を周知するとと
もに、通報先を掲載しま
す。

　児童虐待防止推進月間（１１月）に合わせ、広報敦賀１１
月号に啓発記事を掲載。また、市役所市民ホールにて啓
発パネル、啓発資料の展示を行い、市民への周知を図っ
た。

継 → 児童家庭課 B

≪要保護児童対策地域協議会≫
・代表者会議　年１回
・実務者会議　年１０回
・個別ケース検討会議　年４２回
・児童虐待防止講演会　年１回

≪児童虐待についての広報活動≫
・広報つるが掲載　年１回
・関係機関等での虐待防止啓発ポスター掲示
・市役所市民ホール等での児童虐待に関する啓発資料展示

④　ＤＶや
デートＤＶ、
子どもや高
齢者などへ
の暴力など
を防止する

≪相談事業≫
・相談者又は関係機関からの情報により、二州健康福祉センター
等と連携して実施
・要保護児童対策地域協議会参加　６回
・地域包括支援センターとの連携
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e

家庭における適正な児
童養育、児童福祉の向
上のため相談体制の充
実を図ります。

　児童虐待専門機関等での専門研修を受講し、専門知識
の向上を図った。

継 → 児童家庭課 B

（
追
加
）

高齢者虐待への対応、
関係機関の連携協力体
制の整備、高齢者の権
利擁護の推進を図りま
す。

　地域包括支援センターが中心となり、関係機関と連携を
密にし高齢者虐待への対応を行った。
　協議会では、事例検討や高齢者の権利擁護に関して協
議し、成年後見制度については研修会を開催したり、広報
紙により制度の普及啓発に努めた。
　今後も関係機関と連携を密にし、高齢者の権利侵害がな
いよう普及啓発に努め、高齢者の権利擁護の推進を行っ
ていく。

継 → 長寿健康課 B

④　ＤＶや
デートＤＶ、
子どもや高
齢者などへ
の暴力など
を防止する

≪家庭児童相談室運営事業≫
・児童虐待専門研修会を受講
・保健師１名、臨床心理士２名、家庭児童相談員２名配置

≪高齢者権利擁護連絡協議会≫
・代表者会議を年１回開催
・実務担当者会議を年２回開催

≪高齢者虐待への対応≫
　対応実件数　４６件

≪高齢者虐待防止の啓発≫
　地域包括支援センターチラシにて普及啓発
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基本課題（２）人権尊重の教育を推進する

　施策３　人権に関する教育を推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

小中学校における人権
教育推進計画に則り、
一人一人の人権を尊重
した教育を実施します。

　道徳以外の教科においても人権に関する教育を実施す
ることができた。
　教職員の研修を通して、気がかりな児童生徒について情
報交換会を設けるなどして共通理解を持つことができるよ
うになった。

継 → 学校教育課 Ｂ

b

中学生、高校生、大学
生といった若年層を対
象に、デートＤＶ防止等
の人権尊重を啓発しま
す。

　各学校へ啓発ポスター及び啓発冊子を配布することによ
り、若年層への啓発を行った。
　若年層への啓発活動を行うためにも、学校との連携が必
要である。 継 → 市民協働課 Ｂ

a

様々な環境的要因によ
り学校生活に不適応を
起こしている児童・生徒
及び保護者との関わり
を持ち、
環境改善をするための
スクールソーシャルワー
カーを配置します。

　各校を定期訪問し、教員等から直接、初期の段階で気が
かりな児童生徒の情報を把握することができた。
　初期の段階から気がかりな児童生徒の情報を把握し、そ
の後の解決あるいは未然防止において迅速かつ適切な対
応ができた。

継 → 学校教育課 Ｂ

担当課　評価
実　　　　　　績

① 　人権
を尊重した
多様な教
育を実施
する

≪小中学校における人権を尊重した教育の実施≫
　各小中学校において、令和元年度人権教育推進計画を策定し、
人権教育目標、各教科における人権教育の取組、教職員の研修
等の計画を定め、人権を尊重した教育を実施した。

≪男女共同参画推進事業≫
　敦賀市内中学校（５校）高校（３校）へデートＤＶ防止、相談窓口
案内、ＪＫビジネス被害防止の啓発ポスターを配布

②　教職
員・児童・
生徒の悩
み相談等
を充実する

≪ソーシャルワーカー配置事業≫
　様々な環境的要因により学校生活に不適応を起こしている児童・
生徒及び保護者との環境改善を図るため、スクールソーシャル
ワーカーを配置し、関係機関との連携を行った。
　　　配置人数２名、市内小中学校等への訪問件数２２９回

　人権尊重の意識啓発は、幼児から高齢者に至る幅広い層において重要となります。
　特に、子どもの頃からの取り組みが高い成果を得られるため、次代を担う子どもたちが、健やかに、そして個性と能力を発揮できるよ
う、学校などと連携していきます。
　また、生涯学習の場においても人権尊重の啓発を進め、市民が人権尊重について学べる機会を充実させます。
　さらに、「交流拠点都市　敦賀」として多様な価値観の人々と交流できる特性を活かし、国際交流の場を通じて人権尊重を推進します。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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b

市内の小中学校に在学
する不登校の児童・生
徒や保護者、その他特
別な事情のある者に教
育相談、訪問指導、適
応指導等、不安解消に
向けた相談を行いま
す。

　個別カウンセリング・集団指導等の適応指導で自立性や
意欲を高めると共に、保護者への教育相談指導を行い、
集団への適応力を培うことができた。
　学校と連携を図り、児童生徒の不安解消に適応した相談
事業を実施し、児童生徒の不安解消の大きな助けとなっ
た。

継 → 学校教育課 Ｂ

a

小中学校におけるキャ
リア教育を推進します。
小学校では、様々な職
業の見学や体験を通
じ、働くことを意識したカ
リキュラムを設定しま
す。
中学校では、希望する
職業を実際に体験する
社会体験活動を実施
し、自ら進路を考える
きっかけとします。

　小学生が様々な職業の見学や体験をすることができた。
　中学校2年生を対象に、希望する職業を実際に体験する
社会体験活動を実施し、自ら進路を考えるきっかけとなっ
た。

継 → 学校教育課 B

a

中学生、高校生、大学
生といった若年層を対
象に、デートＤＶ防止講
座を開催し、男女共同
参画の理解を推進しま
す。

　ＤＶ被害防止のシンボルマークである「パープルリボン」
のイルミネーション製作を高校生に依頼した。高校生が製
作をする事で、同世代の若者の関心を引く一助となり、
デートＤＶ（若年層に対するＤＶ）の理解や意識啓発を図る
ことができた。 継 → 市民協働課 Ａ

②　教職
員・児童・
生徒の悩
み相談等
を充実する

≪ハートフル・スクール管理運営事業≫
・スクールカウンセラーや指導員により、個別カウンセリング、集団
指導等の適応指導及び自然体験や社会体験で自立性や意欲を高
めるとともに、保護者への教育相談を行った。
・いじめの早期発見、早期対応、未然防止等の対応を図るため、
相談員を配置し、電話相談及び関係機関と連携した支援活動を
行った。
　　　電話・メール相談　１６８件、　面接相談　１４６件

③　個人の
意思や個
性を尊重し
た進路指
導を行う

≪小中学校における進路指導等≫
・小学校では、様々な職業の見学や体験やを通じ、働くことを意識
したカリキュラムを設定した。
・中学校では、希望する職業を実際に体験する社会体験活動を実
施し、自ら進路を考えるきっかけとした。

④　子ども
の頃から
の男女共
同参画の
理解を推
進する

≪男女共同参画推進事業≫
　高校生が製作したパープルリボンイルミネーションの展示（オル
パークのみ）
　製　作　　福井県立敦賀工業高校生徒
　場　所　　市役所　市民ホール
　　　　　　　敦賀駅交流施設オルパーク　ギャラリー
　期　間　　「女性に対する暴力をなくす運動」期間
　　　　　　　令和元年１１月１２日～１１月１８日（市役所）
　　　　　　　令和元年１１月１９日～１１月２５日（オルパーク）
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　施策４　生涯学習などで人権尊重・平等の啓発を推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

市民や男女共同参画推
進員等を対象に講座や
研修会を開催し、男女
共同参画推進のため、
男女が同じ考えを共有
できる講座を開催しま
す。

　地域及び事業所推進員研修会では、男女が同じもので
あるか比べる４つの視点から、生物学的な差と社会的な
差、現状、起きる理由、是正、男女の在り方について学ぶ
ことができた。
　事業所推進員研修会では、国際指標で見る日本の男女
共同参画、福井県の地域特性及び男女別における仕事と
生活の現状等、様々なデータを交えて学ぶことができた。
グループ討議を実施し、意見交換する場を設けることがで
きた。
 　男女共同参画推進講座は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止となった。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

市民一人一人の人権意
識を高揚し、認識を深
めていただくために、生
涯学習に関係する各施
設（生涯学習課、図書
館、少年自然の家、各
公民館など）における指
導的立場にある者、新
採用職員等が参加し、
講 演と ワ ー ク シ ョ ッ プ
（体験的参加学習）を行
います。

　多数派（ふつう）の人は、少数派（障がい者等）の人を日
常的には意識して生活しておらず、学校や職場、街のつく
りなど、どうしても多数派を基準にしたものになっているこ
とを提示し、特に少数派（障がい者等）に焦点を当て、少数
派の生きにくさとその解消に向けた社会の在り方があるこ
とに気付く研修を行った。
　限られた時間の中で、参加者の内面に如何に迫ることが
できるかどうか、指導者の力量が求められる。

継 → 生涯学習課 Ｂ

①　男女平
等などの考
えを共有で
きる講座を
開催する

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。

・男女共同参画推進講座（市民対象）
　　令和２年３月２２日（日）に予定していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため講座開催を中止とした。

≪生涯学習センター職員研修会≫
　９月１３日に生涯学習センターにて実施。生涯学習センター関係
職員１３名が参加。「障害ってなんだろう？」のテーマで、障がい者
に焦点を当て、少数派の生きにくさとその解消に向けた参加体験
型研修を行った。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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c

人権に関して指導的立
場にあるものが、持つ
べき人権感覚の醸成と
子どもの人権、同和問
題等の知識普及の取り
組みを図るため、講習
会を開催します。

　講師が歩んだ人生の中での出会いや人々との交流を通
して、「人権意識の土壌」を耕してこられた実践や、現在も
残る差別や偏見の根本にある家庭での「意識の刷り込み」
などについて話を伺った。
　この講演での話を、自分事として受け止め、今後の生活
の中で自己の意識の変革にどのように取り組むことができ
るかが課題。

継 → 生涯学習課 Ｂ

a

男女共同参画センター
において、男女共同参
画関係図書の閲覧及び
貸出を実施します。

　漫画など手に取ってもらいやすい図書を購入し、男女共
同参画を学ぶ機会を増やすことができた。
　また、今年度初めて「女性に対する暴力をなくす運動」期
間に市立図書館に啓発図書コーナーの設置を行ったこと
により、幅広い層へＤＶについての情報を提供する機会を
設けることができた。 継 → 市民協働課 Ａ

b

生涯学習のまちづくりを
推進するため、市民の
多種多様な学習要求に
応えるとともに、自主的
で活発な学習活動が展
開されるよう、学習機会
の拡充と内容の充実を
図ります。

　市民の学習の場を提供するとともに、今後も継続して学
習できるよう様々な講座を開講した。
　主催講座は「きっかけづくり」の場として行うことを目的と
しているが、その次へステップされる方が少ないことが課
題。 継 → 生涯学習課 Ｂ

c

市民の学習、情報交換
の拠点施設として、市
民の要望に応えなが
ら、十分な資料や情報
を収集・提供します。
また、図書資料を計画
的に整備し、きめ細か
な蔵書の充実にも努め
ながら、市民の利用を
促進します。

　「生涯学習の知の拠点」として、利用者のニーズに対応し
た読書の環境づくりを図り、更に「まちづくりの拠点」として
の機能を加えて、資料や情報を収集・提供した。
　今後も、図書館資料を計画的に整備し、蔵書の充実を図
る。

継 ↗ 図書館 Ｂ

a

国際交流イベントの開
催及び参加を通じて、
異文化への理解を深め
る機会を創出し、多文
化共生に向けた啓発を
実施します。

　嶺南地域の住民、在住外国人、国際交流団体が一堂に
会し、各国の文化体験やダンス・パフォーマンスなどの活
動を共に行うことで、異文化理解のきっかけを作ることが
できた。今後も地域住民と在住外国人間の相互理解と共
生をより一層図れるような取り組みを実施するとともに、今
後は、ケータリング内容や交流ゲーム内容等、事業内容
の充実を図る。

継 → 観光交流課 Ｂ

③　国際交
流の場で
人権尊重
を学ぶ機
会をつくる

≪国際交流団体活動支援事業≫
・イベントの開催及び参加を通じて、異文化に対する理解を深める
機会とした。
・「REINAN国際交流のつどい２０１９」への補助及び参加
（令和元年１０月６日開催　来場者約２５０名）

②　多様な
選択を可
能にする教
育、能力開
発、学習機
会を充実
する

≪男女共同参画関係図書の閲覧及び貸出≫
・男女共同参画関係図書の閲覧及び貸し出しを実施
　令和元年度新刊　６冊購入
　「モラル・ハラスメント」のすべて　本田　りえ　他（講談社）
　「旦那（アキラ）さんはアスペルガー」シリーズ５冊　野波　ツナ
　（コスミック出版）
・貸し出し図書についてホームページにてＰＲを実施

・ＤＶ被害防止啓発として、ＤＶ関連図書コーナーの設置
　期　間　令和元年１１月１日～１１月２９日
　場　所　市立図書館　ロビー

≪主催事業の開催と自主学習の支援≫
・主催講座（韓国語、中国語、英会話、ペン字・筆ペン、クラフトバッ
ク、チョークアート、パソコン、ウクレレ、にしんずし）
　２０４回　３，０９４名参加（生涯学習センター、松原公民館、粟野
公民館において開催）
・自主学習教室　１０８教室　１，６９２人

≪図書館・視聴覚ライブラリーの充実≫
　図書館における厳選な選書、及び市民のリクエストによる図書や
ＤＶＤ・ＣＤを購入し、一般書架へ配架するとともに、蔵書並びに視
聴覚ライブラリーの充実を図った。

　令和元年度　蔵書受入冊数　　　　７，６０３冊　（寄贈等含む）
　令和元年度　ＤＶＤ・ＣＤ受入本数　　　２１５本　（寄贈等含む）

①　男女平
等などの考
えを共有で
きる講座を
開催する

≪敦賀市人権教育指導者研修会≫
　１１月２０日にプラザ萬象にて実施。教員、市職員、社会教育団
体指導者など９８名が参加。演題「人権意識の土壌を耕す part.2
～人権よもやま話～」で講演を聴いた。
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基本課題（３）個人の生き方や意思が尊重され活力ある地域社会をつくる

　施策５　結婚や出産、就労における困難を取り除く

成果/課題 次年度 方向性

a

結婚や出産、就労を支
援する団体・グループ
への情報提供や必要と
する支援を実施します。

　広く市民への周知に貢献した。

継 → 市民協働課 Ｂ

担当課　評価
実　　　　　　績

①　結婚や
出産、就労
について、
個人の意
思を尊重
し、地域活
性化に繋
げる

≪市民協働・ＮＰＯ等活動推進事業≫
・結婚相談事業に係るチラシを男女共同参画センター内及び市役
所市民ホールに設置し、周知を行った。
・毎月の広報敦賀相談ごと欄に結婚相談事業の開催日を掲載し
た。

　個人の生き方や考え方が多様化する中で、制度や慣行にとらわれず、自由な活動の選択肢が尊重される社会の実現が不可欠です。
　しかし、結婚や出産により仕事を続けられない、また、仕事を続けるために結婚や出産が実現できないという困難が現実としてあり、地
域の活力低下を招いています。
　こうした、結婚や出産、就労における課題を解決し、個人が自らの意思で結婚や出産、就労ができるようになることで、誰もが暮らしや
すいまちづくりを実現し、地域の活性化に繋げていきます。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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基本目標２　男女共同参画のための生活環境を整える

男女共同参画審議会　評価コメント

　生活面でのワーク・ライフ・バランスを実現するために、必要な環境づくりを行います。
　ライフスタイルが多様化する中で、一人ひとりの個性と能力を十分発揮した生活を送るためには、家庭や地域といった生活環境においても、これ
までの固定的な性別役割分担の意識にとらわれない考え方が重要です。
　家庭においては、性別にとらわれない役割分担を行い、特に、家事や子育て、介護などと仕事との調和を図ります。
　また、市民のボランティア活動等への参加意識が高まる中、地区コミュニティや市民活動等の主体的に活動する場で、男女共同参画を推進しま
す。

・男性が興味をもてるような講座を増やし、面白さを知る、きっかけを作る、男女共同参画について考える機会を設ける必要がある。デジタル化
も進んでいるため、パソコン、タブレットなどを利用した講座があれば面白い。
・敦賀市には女性区長が２名おり、区長連合会において男女共同の姿勢で接している。
・地域においては男社会の意識が残るが、女性活躍推進のため地域役員の在り方を変えていく必要がある。役員を経験した後区長になる、女性任
用時には１名ではなく２名任命するなどの環境を整備しながら、地域で女性を育てていくことが必要である。
・地域役員を引き受けることに対し、敦賀の地域性もあり家庭内における考え方が消極的である。
・性別にとらわれず個性を生かして役割を担っていくため、家庭や地域における取組みは今後も内容を工夫して積極的に取り組んでいく必要があ
る。
・市民活動団体が開催した親子料理教室では、夫婦と子どもによる参加や父親が積極的に動くなど、若い世代では男女共同参画が当然のこととし
て進んでいる。
・市民活動では女性のインストラクターは大変よく受け入れられている。団体自体のスタッフも少ないため、性別に関わらずできる人が行うスタ
イルがある。
・女性の視点による防災まちづくりは重要な課題であるため、取り組みが必要である。防災に関わる女性委員を増やす、防災計画の見直し時には
男女共同参画の視点を取り入れる必要がある。
・高齢者の相談窓口とのつながりや各種サービスの対象から外れ、一人で抱え込むことがないよう体制整備が必要である。
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基本課題（４）家庭における男女共同参画を進める

　施策６　性別にとらわれない役割分担を行う

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）を対象
に研修会を開催し、
ワーク・ライフ・バランス
についての啓発を行い
ます。

　男女共同参画に関する世界、日本のデータにて認識を
深め、福井県における女性の就業状況、婚姻・出産等の
状況について現状を把握することができた。また、地域特
性として３世代近居、仕事と家庭の両立を可能にしている
条件、家事・育児・介護の分担等に関し、数値を参考にし
ながらグループ討議を実施することにより、参画を進める
にあたって必要なことを考察する機会を設けることができ
た。
　ワーク・ライフ・バランスは重要な課題なので、今後も
ワーク・ライフ・バランスを市内各事業所に推進していく必
要がある。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

家族や夫婦でよく話し
合い、家事を分担しま
しょう。

― ― ― ― ―

担当課　評価
実　　　　　　績

①　ワー
ク・ライフ・
バランスに
ついて啓
発を行う

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。

②　家事や
子育て、介
護について
の分担を
性別に関
係なく夫婦
や家族で
話し合って
決める

≪市民の取り組み≫
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

　生活面でのワーク・ライフ・バランスを実現するために、家庭における固定的な性別役割分担の意識を解消し、お互いの意思を尊重する
よう啓発を行います。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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基本課題（５）子育てにおける男女共同参画を推進する

　施策７　行政、家族、地域により子育てを支援する

成果/課題 次年度 方向性

a

１歳６か月児・３歳児を
対象に健康診査を実施
し、疾病や障がいを早
期に発見し、治療や療
育につなげるとともに、
保護者のストレスや育
児不安に対して必要な
支援を行います。

　１歳６か月児及び３歳児健康診査を実施した。疾病や障
がいを早期発見すると共に、継続支援が必要なケースに
ついては、必要な機関と連携協働し、継続支援につなげる
ことができた。

継 → 健康推進課 B

b

子どもたちが健やかに
育つための環境づくり
の充実強化を図るた
め、関係機関との連携
を図りながら総合的な
支援を行います。

　助産師、保健師が母子健康手帳交付時に把握したハイ
リスク妊婦について、課内ミーティングで支援の方向性を
決定し、継続支援を行った。妊産婦等を対象としたセミ
ナーでは、夫の参加も多く、夫婦で協力して育児を行って
いこうとする意識が高まっていると考えられる。

継 → 健康推進課 B

c

産後、不安のある方を
対象に助産師による２４
時間対応で、必要なケ
アと保健指導を行いま
す。

　産後の育児不安や支援者の不在等の理由から、必要な
ケースに対し、助産所や病院において２４時間体制で必要
なケアや保健指導を行った。利用者が、必要な時期に産
後ケアを受けることで、不安少なく自宅での育児に向き合
うことができるなど効果がみられた。

継 → 健康推進課 B

d

母子ともに健全な状態
で妊娠、出産することが
できるよう、妊娠中に必
要な健康診査を行いま
す。

　県内の医療機関において個別健診を実施した。県下統
一の妊婦親子連絡票を有効活用し、気がかりな妊婦につ
いての必要な情報を共有することで、継続支援として必要
なケースへの切れ目ない支援を行うことができた。 継 → 健康推進課 B

≪妊婦健康診査事業≫
◎県内指定医療機関において個別健診を実施した。
・妊婦一般健康診査：５，６９７回
・初期血液検査：４５７回
・子宮頸がん検診：４５５回
・HTLV－１抗体検査：４４８回
・性器クラミジア検査：４６０回

担当課　評価
実　　　　　　績

①　周産期
等における
健康診査
や子育て
の相談、乳
児健康診
査などを実
施する

≪１歳６カ月児健診・３歳児健診事業≫
◎健康センターで集団健診として各２２回実施した。（３月２回中
止）
　受診者数及び受診率
・１歳６か月児健診：４７２人（９９．２％）
・３歳児健診　　　　：４８９人（９４．６％）

≪すこやか育児サポート事業≫
・母子健康手帳の交付：４７２冊
・妊婦等対象セミナー：１０９人
・離乳食セミナー：１４７人
・７か月児すくすく相談：３０１人

≪産後ケア事業≫
　利用人数：６人　　利用日数：２８日

　子育て支援について、行政、家庭、地域が一体となって推進します。
　特に、子育てにおける女性の役割が大きい現状に対して、女性や子どもの健康維持を図るとともに、子育てについて男性の役割を積極的
に考える機会を提供します。
　また、子育て家庭の多様なニーズに対応した保育サービスや児童の放課後対策等を充実します。
　さらに、自立した生活環境を実現するため、貧困など生活上の困難に直面する男女に対し支援を行います。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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e

乳児を対象に健康診査
を実施し、病気の予防と
早期発見及び健康の保
持増進を図ります。

　県内の医療機関において個別健診を実施した。必要な
健診が確実に受けられるよう、未受診者については電話
等で状況把握及び受診勧奨を行った。

継 → 健康推進課 B

f

　２～３か月児を対象に
助産師による親子の
マッサージや育児相談
を実施し、母親のストレ
ス解消や仲間づくりの
支援を行います。
　毎月、未就園児を対
象に身体計測や保健師
による健康診断を実施
し、育児支援を行いま
す。
　栄養士による食育講
座を行い、離乳食や栄
養に関する不安を解消
し、食に対する意識向
上を図ります。

　ベビーすこやかセミナーでは、助産師、保育士が育児相
談に対応し母親のストレス解消、母親同士の情報交換、仲
間づくりを支援することができた。
　すくすく健康相談では、保健師、管理栄養士、保育士が
身体計測、育児相談に対応し、育児の不安の解消を図っ
た。
　食育講座では、乳幼児の栄養面や食に関する不安の解
消を図った。また食に対する意識の向上を支援することが
できた。 継 →

子育て総合
支援セン
ター

B

a

男性の家事・育児支援
講座を開催し、子育て
における父親の役割を
考える機会を提供しま
す。

　父親又は祖父と子どもが木工体験をすることで、男性が
子どもと触れ合う機会を提供することができ、家庭内での
育児を推進することができた。
　今年度初めて男性のみを対象とした料理教室を開催す
ることにより、男性が料理をする楽しさを実感し自信をもつ
場を提供し、男女が家事をシェアしていく機会を広げ、男女
共同参画社会の推進につなげることができた。

継 → 市民協働課 Ａ

①　周産期
等における
健康診査
や子育て
の相談、乳
児健康診
査などを実
施する

≪乳児健康診査事業≫
◎県内指定医療機関において個別健診を実施した。
　受診者及び受診率
・１か月児健診：４２３人（９６．６％）
・４か月児健診：４３４人（９９．１％）
・９～１０か月児健診：４３１人（１００％）

≪地域子育て支援拠点事業≫
・定期健診対象児以外の乳幼児の健康相談及び誕生日訪問を実
施し、健診等の案内を行った。また、就園児対象の発達支援教室
を実施した。
　【ベビーすこやかセミナー　２２回　１６６組】
　【すくすく健康相談　２２回　７０８組】
　【計測ぐんぐん　１１回　４５５組】
　【お誕生日訪問　訪問件数　４５件】
　【親子すてっぷ教室　３４回　１６９組】

※コロナ感染拡大防止対応のため３月の各行事は中止

②　子育て
における父
親の役割
を考える講
座を開催
する

≪男女共同参画推進事業≫
・男性の家事・育児支援講座を開催
　講　座　　「パパといっしょに木工教室～きみだけの木のパズルを
作ろう～」
　講　師　　福井大学 生活科教育講座 技術教育教授
　　　　　　　奥野　信一　氏
　日　時　　令和元年６月２９日（土） １０時００分～１２時００分
　場　所　　こどもの国　絵画室
　参加者　　１０名（父親　４名、祖父　１名、子　５名）…　５組

・男性の家事支援講座を開催
　講　座　　「男性の料理教室 恵方巻で福を呼ぼう！！」
　講　師　　割烹・寿司「春駒」 尾子　敏治　氏
　日　時　　令和２年１月２５日（土）
　場　所　　南公民館 料理講習室
　参加者　　８名（男性）
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b

毎週土曜日に「パパと
遊ぼう」を実施します。

　父親が参加しやすいひろば環境になるよう工夫した。
ひろば利用の周知・啓発に努めた。
　「パパと遊ぼう」のネーミングについて祖父母やひとり親
家庭の利用者から父親限定の行事と誤解をうけたため、
次年度（令和2年度）は「パパも遊ぼう」に名称を改める。
　同じ職場の父親同士が、子どもを連れ、誘い合わせて参
加する姿も見られた。

継 →
子育て総合
支援セン
ター

B

a

交流の場の提供・交流
促進や、子育てに関す
る相談・援助、地域の子
育て関連情報の提供、
子育て支援に関する講
習等を実施します。
地域の子育て支援事業
を円滑に利用できるよう
個別ニーズの把握、関
係機関との連絡調整・
連携、協働の体制づくり
等の利用者支援事業を
組み合わせ、さらに機
能強化を図ります。

　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育てに
関する相談、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び
子育て支援に関する講習会等を行った。
　公立保育園と子育て支援センターが連携し、マイ保育園
登録事業を行った。
　一日体験保育で未就園児の保育体験、子育てに関する
情報提供等、子育て支援を行った。
　子育て総合支援センター、粟野子育て支援センターの子
育てひろばを開設し、子育て親子の交流を促進し、育児不
安等の解消を行った。

継 →

児童家庭課
子育て総合
支援セン
ター

B

b

保育園で地域・世代間
交流を深め、児童の健
全育成を図ります。

　地域開催のイベントに積極的に参加した。また、お年寄り
や小中学生、地域の人々と交流を持ち、地域活動の充実
を図った。

継 → 児童家庭課 B

c

妊婦や未就園児の親子
等が身近な保育園に登
録することにより、出産
前から入園までの間、
特に不安の多いこの時
期に保育士等が継続的
な子育て支援に応じま
す。
また、通常保育園内に
おいて保護者と保育士
の間で相談援助を行い
ます。

　妊婦や母親等が身近な保育園に登録することにより、出
産前から入園までの間、特に不安の多いこの時期に保育
士等が継続的な相談業務に応じ不安解消を図った。
　また、保育園内において保護者と保育士の間で相談業
務に応じ不安解消を図った。

継 →
子育て総合
支援セン
ター

B

②　子育て
における父
親の役割
を考える講
座を開催
する

≪地域子育て支援拠点事業≫
・毎週土曜日開催
【開催日数　１００　回】
　総合　５０　回、粟野　５０　回
【パパの参加組数　　３５１　組】
　総合　２０９　組　粟野　１４２　組
【平均参加者数】
　総合　　４．１８　組／回　粟野　　２．８４　組／回

③　子育て
支援ネット
ワーク活動
など、地域
全体で子
育てを支援
する

≪地域子育て支援拠点事業≫
・子育てひろば
　【延べ利用人数　総合　１９，５３０人　 粟野　１８，０５６人】

・子育て関連情報や知識を提供し、育児相談を実施した。
　【相談件数　ひろば　１，８３９件　　電話・メール　７件】
　
・公立保育園対象のマイ保育園事業で、保護者支援を実施した。
　【登録数５９組　登録妊婦数 ０組　参加数 ５８３組】
　
・公・私立保育園対象の一日体験保育事業で、保護者支援を実施
した。
　【参加数 １９９組】

≪保育所地域活動事業≫
　各保育園にて実施

≪マイ保育園登録事業≫
　登録数　５９組、登録妊婦数　　０人、参加数  ５８３組

※コロナ感染拡大防止対応のため３月の各行事は中止
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d

子育て中の親子が利用
しやすいように、市内
７ヶ所に出向いて、出張
子育てひろばを実施し
ます。
また、地域のひろばに、
ボランティアの参加を呼
びかけます。
子育てサークルに対し
活動場所を提供しま
す。

　市内７か所に出向いて出張子育てひろばを実施し、子育
て中の親子の参加促進を図った。
　地域のひろばについては、ボランティアの参加を継続し
て呼びかける。
　子育てサークルに活動場所の提供を行った。

継 →
子育て総合
支援セン
ター

B

e

児童文化センターにお
いて、親子で製作や遊
びを体験する中で、子
どもの発達を促し、親同
士の交流を深めて子育
てを楽しんでもら いま
す。

　季節行事や運動遊びを通し、集団の中で親子の絆を深
めながら個々の発達を助長し、友達とのつながりや親同士
の交流を深めた。
　参加児童の年齢が１、２歳と低年齢化の傾向が見られる
ことから、低年齢児に合わせた内容の取り組みも行った。

継 →
児童文化セ
ンター

B

f

児童文化センターにお
いて、親子が気軽に集
い、交流、育児相談等
を行う場を提供します。

　子育てサークル等へ親子が気軽に集い、交流、育児相
談等を行う活動の場を提供した。
　活動後、当施設を利用して遊ぶなど相乗効果があった。

継 →
児童文化セ
ンター

B

a

多様化・複雑化・深化す
る保育ニーズに対応す
るため、様々な保育
サービスを提供し、子育
てしやすい環境整備を
推進します。

　保護者の幅広いニーズや就労形態の多様化にこたえ、
保育の必要性の認定、給付を行った。

継 → 児童家庭課 B

④　子育て
家庭の多
様なニーズ
に対応した
保育サー
ビスを充実
する

≪保育サービスの充実≫
・公立保育所１０か所、私立保育所８か所、認定こども園４か所、地
域型保育事業所３か所
・平成３１年４月１日時点　２号認定１，２７６人、３号認定６７６人
・令和２年３月１日時点　　２号認定１，３１６人、３号認定７７４人

③　子育て
支援ネット
ワーク活動
など、地域
全体で子
育てを支援
する

≪地域子育て支援拠点事業≫
　出張すくすくひろば
　【参加延べ人数　１，５５１人】
　【ボランティア延べ人数 ７３人】

※コロナ感染拡大防止対応のため３月の各行事は中止

≪親子なかよしひろば≫
　　「親子なかよしひろば」を開催した。
　　　開催数　　 年１０回実施
　　　対象者　　 主に未就園児とその保護者
　　　参加人員　幼児１７２名　保護者１５２名

≪関係団体の活動への支援≫
　おやこきらりん広場等の団体に活動の場を提供した。
　　　団体　　　      　　 ８団体
　　　利用回数　      　  ９１回
　　　利用人数　　　　２,２６９人
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　保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して、
放課後に適切な遊び及び生活の場を用意しその健全育成
を図った。 継 → 児童家庭課 A

　南小学校区の児童を対象に、授業終了後、適切な遊び
場や生活の場を提供し、児童の健全育成を図り、保護者
が安心して就労できるように支援した。 継 →

子育て総合
支援セン
ター

B

b

安全、安心な活動場所
を確保し、家庭・学校・
地域が一体となって、児
童 に学 習や 様々な体
験、交流活動の機会を
提供するために放課後
子ども教室等を推進し
ます。

　参加した児童の学習や体験、交流の場として、９地区の
公民館にて、様々な教室を開催することができた。
　学校から遠い公民館は、参加する児童が少ないことが課
題。

継 → 生涯学習課 Ｂ

≪放課後地域子ども教室推進事業≫
　平日の放課後又は週末、長期休暇期間中に開催
　９地区公民館において開催　２９７回　３，５０４名参加

⑤　児童の
放課後対
策を充実
する

a

保護者が就労等により
昼間家庭にいない児童
に対し、放課後に適切
な遊び及び生活の場を
用意しその健全育成を
図ります。
小学校６年生までの受
入れ拡大を順次進めま
す。

≪放課後児童健全育成事業≫
　１７か所　８７８人
　松原児童クラブ、第２粟野南児童クラブの供用開始(平成３１年４
月)

≪放課後児童健全育成事業≫
　南児童クラブ利用人数
　【 利用延べ人数　　７，５７８人】
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　施策８　自立した生活環境をつくる

成果/課題 次年度 方向性

a

児童扶養手当の給付や
母子家庭等への医療費
助成等を行い、経済的
負担を軽減します。

　児童扶養手当の支給等により、ひとり親家庭の経済的負
担を軽減した。

継 → 児童家庭課 B

b

就学困難な児童生徒の
保護者に対し、学用品
購入費等の補助を行い
ます。

　就学援助を行う事によって、就学困難な児童生徒の保護
者の経済的負担の軽減を図り、児童生徒の就学機会をか
くほすることができた。 継 → 学校教育課 B

a

母子家庭の母又は父子
家庭の父の早期自立を
目指し、就業に結びつ
きやすい看護師や介護
福祉士等の資格を取得
する期間の経済的負担
の軽減を図ります。
また、資格取得のため
の講座受講費用の一部
を支給します。
さらに、ひとり親家庭が
日常生活において一時
的に家事援助、保育等
のサービスが必要と
なった場合に、支援を
図ります。

　ひとり親家庭の早期自立を目指し、就業に結びつきやす
い資格を取得する期間の経済的負担の軽減を図った。
　資格取得というスキルアップが収入の安定に繋がった。

継 → 児童家庭課 B

b

ひとり親家庭の状況を
把握し、母子・父子自立
支援員を中心として就
労相談等を行います。

　母子・父子自立支援員を中心とした就労相談を実施し、
公共職業安定所との連携を図った。

継 → 児童家庭課 B

c

安心して相談ができる
ように、相談窓口、相談
電話を設置します。
また、保育士が常時相
談に応じると共に、必要
な情報を提供し、働きな
がら安心して子育てが
できるよう支援します。

 利用者支援窓口、相談電話を設置し、安心して相談がで
きる環境を整えた。
　保育士が常時相談に応じると共に、必要な情報提供を実
施した。
  自立を目指す親に対して、様々な生活状況や家族形態
に合った情報を提供し、迅速で的確な対応を行った。

継 →
子育て総合
支援セン
ター

B

≪子育て等の相談への対応≫
　母子・父子自立支援員（１名）を配置

≪地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業≫
　相談件数
　【地域子育て支援拠点事業】　  　　面接相談　　 １，８３９　件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　電話・メール  　　　 　７  件
　【利用者支援事業】　　　　　　　　　 面接相談        　 ３５２  件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　電話・メール     　  ９１  件

担当課　評価
実　　　　　　績

①　貧困な
ど生活上
の困難に
直面する
男女への
支援をする

≪ひとり親家庭への支援事業≫
　経済的負担を軽減するため各事業を実施した。
　・児童扶養手当支給事業（年５回支給）
　・母子家庭等医療費助成事業（毎月）
　・母子家庭等福祉資金貸付事業（随時）

≪就学援助事業≫
　経済的理由により就学困難な児童３２３名と生徒１７５名の保護
者に対して就学援助を行った。
　さらに、令和２年度入学者のうち就学困難な入学前児童６９名と
生徒５７名の保護者に対して入学前準備金の補助を行った。

②　ひとり
親家庭が
安心して子
育てができ
るよう、相
談活動や
就職支援
などを行う

≪ひとり親家庭への自立支援事業≫
・高等職業訓練促進給付金受給者　３名
・自立支援教育訓練給付金受給者　３名
・介護職員初任者研修（自立支援センター主催）　２名

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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　施策９　福祉サービスの充実で高齢者や障がい者の生活を支援する

成果/課題 次年度 方向性

a

バスやタクシー等に利
用できる外出支援券の
交付や老人福祉バスの
運行により、高齢者の
活動的な生活環境を維
持し、社会参加の促進
及び健康増進を目指し
ます。

　在宅高齢者の積極的な社会参加及び介護予防を含めた
外出の機会を提供できた。

継 → 長寿健康課 B

b

　重度の身体障がい者
が、日常生活に著しい
障がいがあるため住宅
を改造する必要がある
とき、その費用の一部を
助成します。

　住宅改造を行ったことにより、重度身体障がい者の日常
生活の改善を図ることができた。

継 → 地域福祉課 Ｂ

c

　国の制度に基づき、障
がい者（児）への介護支
援や、施設通所による
訓練の支援等を行いま
す。

　関係機関との連携、本人、家族からの聞き取りにより、障
がい者の状態や家族背景、環境に合わせた適切なサービ
スの支給決定ができた。

継 → 地域福祉課 Ｂ

担当課　評価
実　　　　　　績

①　住み慣
れた地域・
自宅での
生活が続
けられる
サービスを
提供する

≪高齢者外出支援事業≫
　８０歳以上の高齢者にバス、タクシー、介護タクシー等に利用で
きる外出支援券を交付した。
　　　利用者数　２，９０５人

≪重度身体障害者住宅改造補助金≫
　重度身体障がい者が、日常生活に著しい障がいがあるため、住
宅を改造する必要がある場合に費用の一部を補助した。
　　　補助件数　７件

≪障害福祉サービス費 ≫
・在宅又は施設において、生活上又は療養上の必要な介護等を支
援した。
・家庭に複数の障害福祉サービスの利用者がいる場合等にそれ
ぞれの合算額が上限額を超過した場合に、超過額を支給し支援し
た。
・身体的又は社会的なリハビリテーションや就労へのつながりを支
援した。
　　　介護給付費　　　　　　　対象延べ人数　５，３９３人
　　　訓練等給付費　　 　　　対象延べ人数　３，３２６人
　　　計画相談支援給付費　対象延べ人数　１，９４８人

基本課題（６）高齢者や障がい者福祉・介護における男女共同参画を推進する

　高齢者や障がい者がいきいきと安心して暮らすためには、生活面での環境整備と自立支援が重要です。
　そこで、住み慣れた地域や自宅での生活が続けられるサービスを提供するとともに、特に、介護等の相談活動や情報提供を充実させま
す。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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d

　身体障害者手帳所持
者及び難病の方に対
し、必要に応じて、義
肢・装具・車いす等の補
装具の購入や修理に係
る費用を原則１割の自
己負担で支給します。

　障がいの特性に合わせた補装具費を支給することによ
り、身体機能を補うための支援を行うことができた。

継 → 地域福祉課 Ｂ

e

　重度心身障がい者
（児）及び難病患者の日
常生活を容易なものと
するため、日常生活用
具を給付し、自立した日
常生活を支援します。

　日常生活用具を給付することにより、障がい者の日常生
活の向上を図ることができた。

継 → 地域福祉課 Ｂ

f

　障がい者の地域での
自立生活や社会参加を
促すため、外出時の移
動を支援します。

　サービス利用希望者のニーズを十分に聞き取り、障がい
の状態や家族構成、日常生活能力等を勘案し、適切な支
給決定につなげることができた。 継 → 地域福祉課 Ｂ

g

施設にて、創作的活
動、生産活動の機会を
提供し、社会との交流
などを支援します。

　サービス利用希望者のニーズを十分に聞き取り、障がい
の状態や家族構成、日常生活能力等を勘案し、適切な支
給決定につなげることができた。 継 → 地域福祉課 Ｂ

h

介護給付の支給対象と
ならない障がい者に対
し、家事や日常生活に
関して必要な支援を行
います。

　サービス利用希望者のニーズを十分に聞き取り、障がい
の状態や家族構成、日常生活能力等を勘案し、適切な支
給決定につなげることができた。 継 → 地域福祉課 Ｂ

i

在宅の要介護高齢者が
行う、介護保険給付対
象外の住宅の改造工事
等に対して助成をする
ことにより、高齢者の在
宅生活の維持向上及び
福祉の増進を図りま
す。

　要介護者のニーズに合わせた支援を行うため、引き続き
実施していく。

継 → 長寿健康課 B

≪生活サポート事業≫
　介護給付の支給対象とならない障がい者に対し、家事や日常生
活を支援した。
　　　延べ利用者数　　　　７５人
　　　延べ利用回数　　　４１６人

≪住環境整備事業≫
　要介護３以上または、車いすを使用し要介護１以上と認定された
高齢者の自宅を暮らしやすい住空間にするため、洗面台、昇降機
の取り付け等改修費用の一部を助成し、在宅生活を支援
　　　助成件数１件

①　住み慣
れた地域・
自宅での
生活が続
けられる
サービスを
提供する

≪補装具費 ≫
　義肢、装具、車いす等の補装具の購入や修理に係る費用を支援
した。
　　　支給件数　１０７件

≪日常生活用具給付事業≫
　障がい者に、日常生活用具を給付し、自立した日常生活を支援
した。
　　　給付件数　１，７１９件

≪移動支援事業≫
　障がい者の自立生活や社会参加を促すため、外出時の移動を
支援した。
　　　延べ利用者数　　　５７７人
　　　延べ利用回数　１，７７７人

≪地域活動支援センター事業≫
　施設にて、創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会との交
流等を支援した。
　　　延べ利用者数　　　５４２人
　　　延べ利用回数　３，７３７人
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j

エレベーターが設置さ
れていない市営住宅の
２階以上の入居世帯に
ついて、入居者の身体
が不自由なため１階に
移動したい場合には、
住宅交換を行います。

　病気や障がい、高齢により、市営住宅の２階以上の部屋
への昇降が困難であった入居者が、別の市営住宅の１階
等に移転することにより、暮らし易くなった。

継 → 住宅政策課 Ｂ

k

市営住宅における高齢
者・身体障がい者の居
住の安定を図るため、
手すりの設置等バリア
フリー修繕及び改修工
事を行います。

　病気や障がい等により歩行困難な市営住宅入居者が、
玄関・浴室・トイレ等に手すりを設置したり、段差を無くすこ
とで、暮らし易くなった。

継 → 住宅政策課 Ｂ

l

高齢者が住み慣れた地
域で安心して生活が継
続できるよう、訪問介
護、通所介護、福祉用
具貸与、住宅改修費等
の介護保険給付を行い
ます。

　要介護・要支援認定のある方に対し、住み慣れた地域で
生活が継続できるよう居宅介護（予防）サービス給付等を
行った。

継 → 長寿健康課 B

a

男女共同参画推進講座
（市民対象）の開催にお
いて、介護の役割分担
や負担軽減に関する
テーマを設けます。

　予定していた講座は主に家事・育児をテーマとしたもの
であり、介護の役割分担や負担軽減に関するテーマも今
後とりあげていく。
（平成３０年度　男女共同参画推進講座　「男性が介護す
るということ～男女共に介護を担う時代～」開催）

継 → 市民協働課 Ｃ

a

市との協働事業やまち
づくりのための事業を提
案する市民活動団体に
対し補助金を交付しま
す。

　補助金は、来敦者へのおもてなし活動を推進する事業に
利用され、新幹線開業に向けたまちづくりの一助となった。
　今後、新幹線開通に向け、まちづくりをより活性化させる
ために、制度内容の見直しを検討する必要がある。
　申請事業の内、１件は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため事業が中止となった。

継 ↗ 市民協働課 Ｂ

≪居宅介護（予防）サービス給付等事業≫
　住み慣れた地域での生活が継続できるよう、訪問介護、通所介
護、福祉用具貸与、住宅改修費等の各保険給付を行った。
　　　　延６９，２９２件

②　介護の
役割分担
や負担軽
減に関する
講座を充
実する

≪男女共同参画推進事業≫
　男女共同参画推進講座（市民対象）
　令和２年３月２２日（日）に予定していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため講座開催を中止とした。

 
③　福祉
サービスを
提供する
市民活動
団体や機
関の活動
を促進する

≪市民協働事業補助金≫
　市民活動団体等に市民協働事業補助金制度の周知及び交付を
実施
　　　申請件数２件　交付件数１件
　　　（新型コロナウイルスの影響により１件中止となった）

①　住み慣
れた地域・
自宅での
生活が続
けられる
サービスを
提供する

≪市営住宅住宅交換≫
　エレベ－タ－が設置されていない市営住宅の２階以上に入居し
ている、身体が不自由な者がいる世帯を、１階へ移転した。
　　　実績２件

≪市営住宅維持修繕≫
　市営住宅内の手すり設置や段差解消等バリアフリ－改修工事を
行った。
　　　実績４件
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a

障がい者及びその家族
に対し、日常生活等に
関する相談、必要な情
報の提供等を総合的に
行います。

　相談者のニーズに応じた情報提供、助言を行うことがで
きた。

継 → 地域福祉課 Ｂ

b

高齢者の総合相談窓口
として、介護・福祉・医
療等の各種相談に対応
し、適切な介護サービ
ス利用の助言や家族支
援を行うため、地域包
括支援センターの運営
等を行います。

　高齢者の総合相談窓口として各種相談に対応し、関係
機関と連携し対応、支援することができた。今後も増加が
予想される高齢者に関する各種相談に対応していき、関
係機関との連携を図っていく。

継 → 長寿健康課 B

④ 　介護
等の相談
活動や情
報提供を
充実する

≪相談支援事業≫
　相談者に対し必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整
を行い、障がい者本人や保護者を支援した。
　　　延べ相談件数　　１９，６２２件

≪包括的支援事業≫
　高齢者やその家族等の各種相談（虐待・権利擁護含む）に対応
し、情報提供や関係機関との連携、支援を実施
　　　総合相談件数　延１１，１３３件
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基本課題（７）地域社会における男女共同参画を推進する

　施策１０　地域活動の中で機会をとらえて啓発を行う

成果/課題 次年度 方向性

a

　県の男女共同参画月
間（６月）や国の「女性
に対する暴力をなくす
運動」期間（１１月）に合
わせ、地域の施設やイ
ベントにおいて、啓発パ
ネル展やチラシ配布を
実施します。

　街頭にて啓発活動を行うことによって、広く啓発を行うこ
とができた。
　また、啓発活動の事前周知や啓発活動実施後ホーム
ページに掲載をすることで、より広く周知することができ
た。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

住んでいたり、関わっ
ている区や地区の様々
な活動に積極的に参加
しましょう。 ― ― ― ― ―

担当課　評価
実　　　　　　績

①地域の
施設やイベ
ントを通じ
て啓発を行
う

≪男女共同参画推進事業≫
・男女共同参画啓発パネル展を敦賀駅交流施設オルパークで開
催した。（６月２１日～６月２８日）
・つるが男女共同参画ネットワークと協力し、男女共同参画啓発物
を配布した。（６月２７日アル・プラザ敦賀店にて街頭キャンペーン
の実施）（１１月１４日アル・プラザ敦賀店にて街頭キャンペーンの
実施）
・ＤＶ被害防止啓発パネル展を市役所とオルパークで開催した。（１
１月１２日～１８日市役所、１１月１９日～２５日オルパーク）
　オルパークでの開催中は、敦賀工業高校生が製作したＤＶ被害
防止のシンボルマークであるパープルリボンイルミネーションの展
示を行った。

②　男女と
も地区コ
ミュニティ
の活動に
積極的に
参加する

≪市民の取り組み≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

　市民のボランティア活動への参加意識が高まる中で、地区コミュニティにおける男女共同参画を最も重点的に推進すべき機会となりま
す。
　そこで、本市が委嘱している男女共同参画推進員と連携して、啓発を行います。
　特に、女性役員の登用については、地区の自主的な判断によって女性が登用されるよう、市での取り組みを進めます。
　また、東日本大震災においては、様々な意思決定過程への女性の参画が十分に確保されず、男女のニーズの違い等に配慮されないなどの
課題が生じました。
　そこで、男女共同参画の視点から防災対策を進めることで、地域防災活動や災害時要援護者支援を行うとともに、女性の視点による防災
まちづくり活動を推進します。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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　施策１１　政策決定・推進の場で女性の活躍を推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

市の各種審議会や委員
会での女性の積極的登
用を図るため、庁内関
係部署へ協力を促しま
す。

　審議会においては前回委嘱より女性が増加し改善は見
られるが、第３次つるが男女共同参画プランの目標数値指
針である３０％をまだ達成できていない。女性登用率３０％
未満の原因を調査した結果に基づき、選出方法の見直し
や男女の構成比への配慮を含めた団体等への依頼、又
は依頼先の変更等により、達成できるよう今後も継続して
推進する必要がある。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

地区の自主的な判断に
よって地域団体の役員
等に女性が登用される
よう区長連合会への働
きかけを行います。

　地域活動に関する女性参画の意識が醸成された。
女性の区長がより多く登用されるよう、今後一層の啓発に
取り組む必要がある。

継 → 総務課 B

a

男女を問わず、誰もが
区や地区の中で積極的
に参加できるしくみをつ
くりましょう。 ― ― ― ― ―

①　各種審
議会や委
員会での
女性の登
用率向上
を図る

≪各種審議会や委員会での女性の積極的登用の働きかけ≫
・各種審議会や委員会に女性の登用状況調査を行った。
・審議会女性の割合２４．４％、委員会女性の割合２２．２％
・庁議において働きかけを行った。

②　区長や
ＰＴＡ会長
等地域団
体の代表
または役
員などへの
女性の登
用を促進
する

≪区長連合会等への働きかけ≫
・区長連合会の定期総会にて男女共同参画の実現を働きかけた。
・男女共同に関するパンフレットを区長に配布した。（市民協働課
から）

③　地域に
おける制
度・慣行を
見直す

≪地域の取り組み≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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　施策１２　男女共同参画の視点からの防災対策を進める

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画推進講座
（市民対象）や男女共同
参画推進員研修会（地
域推進員対象）の開催
において、男女共同参
画の視点からの防災に
関するテーマを設けま
す。

　ＤＶ防止講座にて避難生活に関するテーマを設けた。高
齢者・障がい者・子ども・女性の視点から避難生活におい
て要望があった事例、対応策について学ぶことができた。
　男女共同参画の視点を防災に組み込むことは重要なの
で、今後市民対象の講座についても開催を検討したい。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

ひとり暮らし高齢者や障
がい者の方などで日常
的に家族の支援を受け
られない方、また、家族
だけでは支援が困難で
何らかの助けが必要な
方等避難行動要支援者
を対象として、災害時に
おける地域ぐるみの避
難支援体制づくりを行
います。

　避難行動要支援者台帳に登録していただくことにより、
ひとり暮らし高齢者や障がい者等、避難行動要支援者の
避難支援体制の整備を図ることができた。

継 → 地域福祉課 Ｂ

①　男女共
同参画の
視点で地
域防災活
動や避難
行動要支
援者支援、
環境保全
活動を行う

≪男女共同参画推進事業≫
・ＤＶ防止講座
　演 題　　　「避難生活でいのち・健康・安全、本当に守れますか？
　　　　　　　～高齢者・障害者・子ども・女性の視点から～」
　講　師　　減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表
　　　　　　　早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員
　　　　　　　浅野　幸子　氏
　日　時　　令和元年１１月７日（木）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 １０１名
　　　　　　　（つるが男女共同参画ネットワーク会員、市職員［危機
管理対策課、他避難所開設に伴う職員、公民館の職員］、敦賀市
公私立保育園及び幼稚園長、放課後児童クラブ代表、市内小中
高養護教諭、敦賀病院 医療支援部地域医療連携室、地域包括支
援センター）
　内容　　災害時に弱者が被害に遭うリスクが高まる、という調査
結果をもとに、災害時にどのようなことが起こっているのかを知り、
男女共同参画の視点から見た防災を学んだ。

・男女共同参画推進講座（市民対象）
　令和２年３月２２日（日）に予定していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため講座開催を中止とした。

≪避難行動要支援者対策等推進事業≫
　ひとり暮らし高齢者や障がい者等避難行動要支援者の災害時に
おける地域ぐるみの避難支援体制を整えることによって、スムーズ
な避難を支援した。
　　　要支援者避難台帳　１，０６８名登録（Ｒ２．３．３１時点）

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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c

市のすべての区の区長
で組織する敦賀市地域
防災連絡協議会の活動
を助成し、自主防災活
動の充実強化を図りま
す。
敦賀市地域防災連絡協
議会では、男女の区別
なく、地域における住民
及び事業所が一体と
なって自主的に防災活
動に取り組み、防災意
識の普及啓発及び防災
訓練の徹底を図り、災
害の未然防止と被害の
拡大を防止します。

　災害対応は、「自助」、「公助」だけではなく、地域におけ
る「共助」が不可欠である。災害発生後、被災者の救助・
救急活動等において重要な役割を担う自主防災組織で
は、男性だけでなく、女性も自主的に役割を担うため、組
織の体制及び活動の強化に繋がる研修会等を実施するこ
とができた。

継 →
危機管理対
策課 B

d

環境を良好な状態に保
持するために、クリーン
アップふくい大作戦によ
る気比の松原清掃活動
を実施します。
本事業は男女が共に気
軽に取り組むことができ
る環境保全活動として
毎年多くの市民に参加
していただいています。

　男女・年代関係なく幅広い世代の方に参加していただくこ
とができ、市民一丸となって清掃活動を実施することがで
きた。

継 →
環境廃棄物
対策課 B

≪環境保全活動など快適な生活環境づくりへの取り組み≫
　クリーンアップふくい大作戦による気比の松原での清掃活動
　　　６月２日（日）　約１，５００人参加

①　男女共
同参画の
視点で地
域防災活
動や避難
行動要支
援者支援、
環境保全
活動を行う

≪地域防災連絡協議会補助金≫
　地域における住民及び事業者が一体となって自主的に防災対策
活動に取り組み、防災意識の普及啓発及び防災訓練の徹底を図
るための取り組みができた。
【主な事業】
　７月～８月　　少年消防クラブ消防体験学習
　８月２２日　 　少年消防クラブ防災研修会（京都市市民防災セン
　　　　　　　　　 ター）
　８月３１日　 　福井県女性防火クラブ連絡協議会研修会（県消防
　　　　　　　　　 学校）
　９月５～６日　令和元年度北陸・中部ブロック女性（婦人）防火ク
　　　　　　　　　 ラブ連協議会幹部地域研修会（新潟県新潟市）
　９月１７日　　 少年消防クラブ救急講習
　１０月２７日　 第５７回敦賀地区自衛消防隊操法大会
　１１月９～１５日　・秋季火災予防運動に伴う少年消防クラブ・女
　　　　　　　　　　　　性消防団員街頭広報
　　　　　　　　　　 　・幼年消防クラブ防火教室　市内保育所（６園）
　２月９日　　　敦賀市自主防災会・女性防火クラブリーダー研修会
　　　講　演　「災害から命を守る」
　　　参加者　各区民、防災士、女性防火クラブ員外（７７名）
　　　講　師　特定非営利活動法人　光と風　理事　高橋　進一　氏
【通年】
・消火訓練・防火教室等（３４５回実施　１７，８７９人参加）
・救急講習（８１回実施　２，１６５人受講）
・防災訓練奨励助成実績（１１区）
・防災資機材購入助成実績（３８区）
・人材育成等研修助成実績（１区）
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e

敦賀市環境美化推進員
と連携し、ごみの分別と
減量等の理解を図り生
活環境の美化を推進し
ます。

　左記推進員の配置により、家庭から出るごみの区民へ
の分別指導と、ごみステーションの美化が進められている
が、男女が共に参加することにより、地域の環境美化推進
の強化が図られている。

継 →
清掃セン
ター Ｂ

　地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策
の実施により地域の防災力向上を図るため、性別、年齢
等にかかわらず、参画型・体験型の学習機会を提供する
などして、多様な住民が自主的に考える機会を設けること
ができた。

継 →
危機管理対
策課 B

　団体の活動状況を確認するとともに、今後も情報提供や
助言を行っていきたい。 継 → 市民協働課 Ｃ

①　男女共
同参画の
視点で地
域防災活
動や避難
行動要支
援者支援、
環境保全
活動を行う

≪環境美化推進員活動≫
　各地区に地元から選任された環境美化推進員を委嘱配置した。
　　　推進員総数２５７人　うち女性６８人

②　女性の
視点による
防災まちづ
くり活動を
推進する

a

女性の視点から防災ま
ちづくりを考える団体に
対し、適切な情報提供
や助言をし、本市にお
ける防災に必要な対
策・対応に女性の視点
を取り入れていきます。

≪女性の視点による防災まちづくり活動への支援≫
　【主な事業】（敦賀市地域防災連絡協議会補助金から再掲）
　１１月９～１５日　秋季火災予防運動に伴う少年消防クラブ・女性
　　　　　　　　　　　　消防団員街頭広報

　２月９日　敦賀市自主防災会・女性防火クラブリーダー研修会
　　　講　演　「災害から命を守る」
　　　参加者　各区民、防災士、女性防火クラブ員外（７７名）
　　　講　師　特定非営利活動法人　光と風　理事　高橋　進一　氏

≪女性の視点による防災まちづくり活動への支援≫
　令和元年度は活動なし
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基本課題（８）市民や市民活動団体との協働による男女共同参画を推進する

　施策１３　まちづくり活動の団体を育成・支援し、団体間でのネットワーク化を図る

成果/課題 次年度 方向性

a

市との協働事業やまち
づくりのための事業を提
案する市民活動団体に
対し補助金を交付しま
す。

　補助金は、来敦者へのおもてなし活動を推進する事業に
利用され、新幹線開業に向けたまちづくりの一助となった。
　今後、新幹線開通に向け、まちづくりをより活性化させる
ために、制度内容の見直しを検討する必要がある。
　申請事業の内、１件は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため事業が中止となった。

継 ↗ 市民協働課 Ｂ

b

市民活動団体等への情
報提供や支援を実施し
ます。

　市民活動団体等による催しなどについて、市ホームペー
ジ、行政チャンネル及び広報敦賀への掲載を行い、市民
活動団体等の活動を広く市民に周知できた。 継 → 市民協働課 Ｂ

c

自助・共助・公助のう
ち、地域で互いに力を
合わせて助け合いなが
ら防災対策を行う共助
を支援するため、各地
区の区長等で組織する
自主的な防災活動へ取
り組む団体へ補助金を
交付します。

　災害対応は、「自助」、「公助」だけではなく、地域におけ
る「共助」が不可欠である。災害発生後、被災者の救助・
救急活動等において重要な役割を担う自主防災組織の体
制及び活動の強化に繋がる防災資機材購入及び防災訓
練等への助成を実施することができた。 継 →

危機管理対
策課 B

d

環境基本計画の推進を
図るため、環境基本計
画を実践する組織であ
る「つるが環境みらい
ネットワーク」の活動に
対する支援・助成を行
います。

　男女関係なく幅広い年代の方が運営側、参加者側の両
面において参加していただける環境が整っている。

継 →
環境廃棄物
対策課 B

≪地域防災連絡協議会補助金≫
　【主な事業】
　４月２４日　常任理事会及び理事会
　５月　８日　敦賀少年消防クラブ連合会委員会
　５月２８日　地域防災連絡協議会　総会
　　　　　　　  福井県女性防火クラブ連絡協議会　総会（福井県庁）
　６月　４日　敦賀地区少年女性防火推進委員会定例会

≪つるが環境みらいネットワークが行う環境活動推進への支援≫
　つるが環境みらいネットワークが行う環境活動推進への支援を
実施
　　　つるが環境フェア　１２月１４日（土）
　　　３，０３６人参加

担当課　評価
実　　　　　　績

①　まちづ
くり活動に
ついての
情報提供
や支援を
行う

≪市民協働事業補助金≫
　市民活動団体等に市民協働事業補助金制度の周知及び交付を
実施
　　　申請件数２件　交付件数１件
　　　（新型コロナウイルスの影響により１件中止となった）

≪市民協働・ＮＰＯ等活動推進事業≫
　市内で活動する市民活動団体等への情報提供や広報等を実施
した。

　市民のボランティア活動への参加意識が高まる中で、ＮＰＯ法人等の市民活動における男女共同参画を最も重点的に推進すべき機会とな
ります。
　そこで、ＮＰＯ法人等の市民活動団体が行うまちづくり活動についての情報提供や支援を行います。
　また、男女共同参画を推進する団体・グループへの支援と交流を促進し、市民協働による男女共同参画を推進します。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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e

男女共同参画を推進す
る上で、参加する女性
の割合が高い図書館の
ボランティア活動におい
て、その活動支援を行
います。

　参加する女性の割合が高い図書館ボランティア活動にお
いて、活動場所の提供等で、活動支援を行った。
　新たな図書館ボランティアをホームページで募集し、ボラ
ンティア活動支援を今後も継続する。 継 → 図書館 Ｂ

f

中心市街地の賑わいや
コミュニティの再生に寄
与するイベント等の実
施団体等に対し支援し
ます。

　支援を受ける団体が固定される傾向にあったが、令和元
年度においては男女問わず新規イベントの申請があった。
引き続き新規イベントの増加と既存イベント継続への支援
を行う。

継 →
商工貿易振
興課 B

g

歴史と文化を市内外に
アピールし、本市の商
工業と観光、伝統文化
の継承と発展を図るた
め、敦賀まつりの開催
に係る経費を負担しま
す。

. 　敦賀港開港１２０周年記念のイベント等と連携し、歴史と
文化をさらに市内外にアピールした。

継 →
商工貿易振
興課 B

h

景観づくりに取り組む団
体が行う実践活動や情
報発信に対して補助を
行います。

・目に見える形で景観形成を促進することができた。
・敦賀景観まちづくり刷新支援事業が令和元年度をもって
終了となるため、継続的な支援事業を検討する必要があ
る。

検 → 都市政策課 B

a

男女共同参画推進団体
「つるが男女共同参画
ネットワーク」の運営を
支援します。
また、男女共同参画を
推進する団体・グルー
プへの情報提供や必要
とする支援を実施しま
す。

　団体の自立した活動を妨げないように配慮しながら、必
要となる活動支援を行った。
　行政とは別の視点で男女共同参画を推進することは重
要であり、今後も団体の自立を妨げない適切な支援を継
続して行う。
　ＤＶ防止講座を合同で開催したことにより、例年よりも多く
の参加者を募ることができた。

継 → 市民協働課 Ｂ

≪中心市街地賑わい街づくり支援事業≫
　中心市街地の賑わいやコミュニティの再生に寄与するイベント等
を支援

≪敦賀まつり開催負担金≫
　歴史と文化を市内外にアピールし、本誌の商工業と観光、伝統
文化の継承と発展を図るため、敦賀まつりの開催にかかる経費を
負担

≪敦賀景観まちづくり刷新推進協議会≫
・敦賀景観まちづくり刷新推進協議会の構成員への支援を行っ
た。
・本町通り及び景観形成推進地区内での外観整備を２０件実施し
た。

②　男女共
同参画を
推進する
団体・グ
ループへ
の支援と交
流を促進
する

≪つるが男女共同参画ネットワークへの運営支援≫
・年１２回理事会に参加し、情報共有を行った。
・団体補助金を交付した。
・ＤＶ防止講座を合同で開催した。
・情報提供を行った。

①　まちづ
くり活動に
ついての
情報提供
や支援を
行う

≪図書館における関係団体活動への支援≫
・図書館ボランティアサークルに、活動場所の提供等

・図書館ボランティア団体連絡会　年２回（９月・３月）開催
　　　ボランティアサークル　６グループ
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　　基本目標３　　男女共同参画のための仕事環境をつくる

男女共同参画審議会　評価コメント

　仕事面でのワーク・ライフ・バランスを実現するために、必要な環境づくりを行っていきます。
　特に、長時間労働は、子育て・家事・介護等への男性の主体的な参画を困難にし、結果として女性が仕事と生活を両立することを難しくしていま
す。
　育児休業や介護休業の取得促進をはじめ、多様なハラスメントの防止、女性の管理職への登用を進めるなど、事業者、労働者双方に対して啓発を
実施し、就労の場における男女共同参画を推進します。
　さらに、農林水産業や自営業などにおいても男女共同参画を進めていきます。

・ワーク・ライフ・バランスの一歩先として、ワーク・ライフ・シナジー（シナジーは相乗効果）の考えのもと制度を作成している事業所があ
り、環境整備が進んできている。
・新型コロナウイルスの感染予防策としてテレワークが実施され、女性の4割が負担を感じたが将来的にはテレワークが望ましいという声もあ
り、今後働き方の一つとして定着するとよい。
・男性の長時間労働等により、家庭での時間が確保できず役割分担が難しくなっている。女性は長時間労働となった場合でも深夜に家事をしてい
るケースもある。役割分担や男女間の歩みより、こうあるべきと求めないことが大切である。
・女性が管理職になることを躊躇するが一段登ることで見える世界も違うため、女性に対する教育を進めることが必要である。
・育児関連休暇、子の看護休暇、不妊治療関連休暇は、女性が主で取得するものという風潮があるが、男性の問題でもあるという認識をもち、男
女差なく取得できるよう体制整備が必要である。
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基本課題（９）仕事と生活の調和の取れる環境づくりを行う

　施策１４　仕事と家庭、地域活動を両立させるライフスタイルなどの啓発を行う

成果/課題 次年度 方向性

a

市立敦賀病院における
パート職員の採用選考
試験前に、パートタイム
の条件等について説明
会を実施し、パートタイ
ムに関する理解の促進
を図ります。

　勤務条件についての理解が深まったものと考える。

継 →
病院総務企
画課 B

b

男女雇用機会均等法や
パートタイム労働法など
の理解を促進しましょ
う。

― ― ― ― ―

a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）研修会
や男女共同参画情報紙
において、ワーク・ライ
フ・バランスを主体的に
導入する企業や団体等
を広く紹介します。

　事業所推進員研修会において、ワーク・ライフ・バランス
を推進する際の問題点等に関し、協議し意見交換を行っ
た。
　広報敦賀では、今年度は「男女共同参画社会基本法施
行２０年 意識の変化」「男女共同参画に関するアンケート」
に特化したため、ワーク・ライフ・バランスに関する事例紹
介、事業所向けの啓発も今後行っていきたい。

継 → 市民協働課 Ｂ

①　男女雇
用機会均
等法や
パートタイ
ム労働法
などを事業
者、労働者
双方へ啓
発する

≪パートタイム労働法に対する支援≫
　全パート職員について、フルタイム又はパートタイム会計年度任
用職員への制度移行に際し、勤務条件について説明を行った。

≪事業所の取り組み≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

②　主体的
に制度を
導入する
企業や団
体等を広く
紹介する

≪男女共同参画推進事業≫
　男女共同参画推進員研修会において、事業者間内で情報交換
を行った。

　男女雇用機会均等法や改正パートタイム労働法、育児・介護休業法など、仕事における男女共同参画を推進するため各種の法制度の内容
や趣旨、取り組みについて企業等に周知し、制度の推進を図ります。
　また、働き方が多様化する中で、一人ひとりが望む働き方ができるよう職場でのワーク・ライフ・バランスを推進します。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）を対象
に研修会を開催し、
ワーク・ライフ・バランス
をはじめとして、男女共
同参画に関する制度を
導入するための啓発を
行います。

　男女共同参画の必要性に関し女性活躍、ワーク・ライフ・
バランス等様々な角度から認識する機会を設け、制度を
導入するため啓発を啓発を行うことができた。

継 → 市民協働課 Ｂ

③　業種や
規模に応じ
て男女共
同参画に
関する制
度を導入
するための
啓発や支
援を行う

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。
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　施策１５　多様な働き方を尊重し、職場でのワーク・ライフ・バランスを推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）を対象
に研修会を開催し、一
人ひとりが望む働き方
ができるよう、ワーク・ラ
イフ・バランスの重要性
を普及させます。

　誰もが希望する働き方ができるように、福井県での地域
特性、家事・育児・介護分担の現状を知り、事業所にはど
のようなことが求められているかを学ぶことができた。
　事業所内での男女共同参画推進員がワーク・ライフ・バ
ランスの重要性を周知しやすい研修会を開催していきた
い。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

市職員の健康の増進等
を図り、併せて心身リフ
レッシュと公務能率の
向上のため、年次有給
休暇の使用の促進に関
し必要な事項を定めま
す。

　年5日の年次有給休暇取得の取得率は84.1％であった。
5日取得を達成できていない職員については、休暇を取得
することで心身の健康維持が図れることをさらに周知する
必要がある。

継 → 総務課 B

c

市職員の心身の健康維
持及び増進又は家庭生
活の充実のため、７月
から９月の期間内で連
続する３日の範囲で特
別休暇の使用を促進し
ます。

　取得率は91.8%で、昨年度より4.1％減少している。今まで
以上に制度の周知を行い、取得しやすい環境の整備が必
要である。

継 → 総務課 B

①　一人ひ
とりが望む
働き方がで
きるよう、
仕事と生活
の調和の
重要性を
普及させる

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。

≪リフレッシュ休暇の取得促進≫
　年次有給休暇促進要綱の対象職員の範囲、取得期間や取得単
位などの一部改正を行い職員が休暇を取得しやすくした。また、9
月末時点での取得状況を調査し、休暇の利用を促した。

≪夏季休暇の取得促進≫
　各課に夏季休暇の取得計画を作成してもらい、利用を促した。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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d

一人ひとりが望む働き
方ができるよう、ワー
ク・ライフ・バランスの重
要性を普及させましょ
う。 ― ― ― ― ―

a

市職員の育児休業等取
得者の代替として非常
勤職員を採用するな
ど、業務遂行に支障が
生じないよう努めます。

　代替職員の配置により、職員の負担軽減を図ることがで
きた。
　会計年度任用職員のほかに任期付職員の採用を検討し
たい。

継 → 総務課 B

b

次世代育成支援対策推
進法に基づき、市職員
の子どもたちの健やか
な育成のため、特定事
業主行動計画を策定
し、職員が仕事と家庭
生活を両立できるような
職場環境の整備等に取
り組みます。

　特に子育てを行う女性職員のキャリア形成を支援するた
め、平成２８年３月に計画を改訂した。これまでの取り組み
により、女性職員の意欲向上や女性のチャレンジを応援す
る組織風土への変化などが見られ、女性管理職比率も令
和元年度には１８．２％となり、継続的な成果が見られた。
令和２年度には計画を改訂し、さらに充実した取り組みを
実施する。

継 ↗ 総務課 B

c

子どもが小学校就学の
始期に達するまでの期
間、市職員の希望する
日及び時間帯に勤務す
ることができる育児短時
間勤務制度及び勤務時
間の一部を勤務しない
ことができる育児部分
休業制度を導入しま
す。

　育児短時間勤務が昨年度より取得者が7名増加してお
り、育児部分休業が5名減少していた。
　全体的には制度を利用している職員が増えているので、
制度の周知、取得しやすい環境づくりの成果が出ている。

継 → 総務課 B

≪育児短時間勤務制度及び育児部分休業制度の導入≫
・育児短時間勤務取得者：３３名
・育児部分休業取得者：１０名

①　一人ひ
とりが望む
働き方がで
きるよう、
仕事と生活
の調和の
重要性を
普及させる

≪事業所の取り組み≫

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

②　個人の
希望に応じ
た勤務が
可能となる
独自の仕
組みを積
極的に導
入する

≪代替職員の補充≫
　休業している職員の代替として人事異動時には正規職員を配置
した。また、年度途中にあっては非常勤職員を採用するなど、必要
な代替職員を配置した。

≪次世代育成支援対策行動計画の策定≫
　平成１７年４月策定済
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d

市立敦賀病院におい
て、個人の希望に応じ
た勤務が可能となる仕
組みを積極的に導入
し、労働環境の改善を
図ります。

　必要な時期に必要な勤務形態や休暇を取得していると
考える。

継 →
病院総務企
画課 B

e

一人ひとりの希望に応
じた勤務が可能となる
仕組みを積極的に導入
しましょう。

― ― ― ― ―

②　個人の
希望に応じ
た勤務が
可能となる
独自の仕
組みを積
極的に導
入する

≪労働環境の改善≫
　現行の制度について、利用しやすい雰囲気づくりを行った。

≪事業所の取り組み≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―
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基本課題（１０）就労の場における男女共同参画を推進する

　施策１６　事業者、労働者への男女共同参画の啓発をする

成果/課題 次年度 方向性

a

ひとり親家庭の状況に
合わせて、関係機関が
実施している就業につ
ながる講座等の情報を
提供し、母子・父子自立
支援員を中心として就
労相談等を行います。

　母子・父子自立支援員を中心とした就労相談を実施し
た。敦賀公共職業安定所との連携を図り、情報提供を行っ
た。

継 → 児童家庭課 B

a

福井県と協力し、若年
層を対象とした職業適
性診断、カウンセリング
等の各種就職支援を実
施します。

　ミニジョブカフェ利用者数実績は前年度を下回った。今後
も継続して広報活動を行っていく。

継 →
商工貿易振
興課 B

b

大学生等就職説明会の
開催等、地元企業の従
業員を確保するための
事業を実施します。

　嶺南に所在する企業の情報を発信するため「企業ガイド
ブック」を作製し学生等へ配布を行った。また、１２月末に
企業説明会の前段として嶺南の企業と学生が意見交換で
きる場を設けた。
　３月６日に予定していた企業説明会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止となったが、令和２年５月２
７日と５月２９日にオンラインでの企業説明会「ふくい嶺南
WEB企業説明会」を実施した。
　「企業ガイドブック」や「企業説明会」の参加希望する企業
は前年よりも増えてきている。

継 →
商工貿易振
興課 C

① 　再就
職に向けて
の講座や
研修会を
実施する

≪講座開催状況の提供≫
　母子・父子自立支援員（１人）

②　求人に
関する情
報提供や
再就職の
相談、能力
開発の支
援を行う

≪ミニジョブカフェ敦賀運営事業費≫
・若年層を対象とした職業適性診断
・キャリアカウンセリング等の各種就職支援を実施

≪企業説明会開催事業≫
　嶺南６市町及びハローワークで構成する実行委員会が主催す
る、大学卒業予定者等を対象とした企業説明会を開催し、地元企
業の従業員を確保するための施策を実施

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績

　多くの人が働きやすく、また働き続けられる環境となるよう、事業者、労働者双方に対して男女共同参画の啓発を行います。
　特に、女性が働きやすく、また働き続けられる環境を実現するためには、出産・育児前後における支援が最も重要となります。
　子育てをしながら仕事を続けたい、あるいは、しばらく子育てに専念してから元の仕事に復帰したい、その他子育てと仕事のバランスに
ついて女性や家庭の希望が実現するよう、相談・支援を行います。
　また、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントをはじめ、就労の場において多様化するハラスメント防止のための取り組み
を推進します。
　さらに、企業や市等が女性職員の管理職登用を積極的に図り、女性が働き続けられるよう支援していきます。
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c

ひとり親家庭の状況に
合わせて、関係機関が
実施している就業につ
ながる講座等の情報を
提供し、母子・父子自立
支援員を中心として就
労相談等を行います。

　母子・父子自立支援員を中心とした就労相談を実施し
た。敦賀公共職業安定所との連携を図り、情報提供を行っ
た。

継 → 児童家庭課 B

d

高年齢者の生きがいの
充実、就業機会の増大
を図るとともに、高齢者
の能力を活かした地域
社会づくりに寄与する敦
賀市シルバー人材セン
ターへの支援を実施し
ます。

　男女問わず人材派遣事業が好調であり、派遣実績数が
目標数を上回った。なお、会員数は目標に届かなかったた
め、引き続き広報活動を行う。

継 →
商工貿易振
興課 B

a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）を対象
に研修会を開催し、女
性の就労・能力発揮に
係る啓発を行います。

　女性が意欲をもって働き続けるために必要なことのデー
タより、事業所では意識改革、制度として能力や実績に応
じた評価する仕組みが、生活面ではパートナーや家族に
よる分担が求められていることを学んだ。
　女性が社会で活躍し続けるためには、事業所だけではな
く家庭においても周囲の理解が必要なため、今後も継続し
て啓発していく必要がある。

継 → 市民協働課 Ｂ

②　求人に
関する情
報提供や
再就職の
相談、能力
開発の支
援を行う

≪相談等への対応≫
　母子・父子自立支援員（１人）

≪シルバー人材センター事業費補助金≫
　高年齢者の日常に密着した、就業機会の確保事業を実施

③ 　女性
の就労・能
力発揮の
ため支援を
する

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。
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　施策１７　多様なハラスメント防止の取り組みを推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画に関する
様々な相談に応じられ
る窓口の充実を図りま
す。
特に、就労の場におけ
る女性への様々なハラ
スメントへの相談内容
に対応するため、各相
談機関との連携を密に
し、相談業務の強化を
図ります。

　相談窓口の周知を行うことにより、様々なハラスメントで
悩む女性の心理的な支援につなげることができた。また就
労等については各相談機関と連携を持つことにより、必要
な機関につなげることができた。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

市職員を対象に、セク
シュアル・ハラスメント、
パワー・ハラスメント等
に関する相談に応じる
窓口を開設し、これらの
防止を図ります。

　相談窓口の利用実績はないが、ハラスメントに関する正
しい知識と具体的な対策等について、職員が共通の認識
を持って職務に取り組めるよう、周知を行っていく必要があ
る。 継 → 総務課 B

c

市立敦賀病院におい
て、ハラスメントに関す
る相談窓口を設置する
とともに、監視体制を整
えることにより、風通し
の良い職場づくりを実
践します。

　個人で悩みを抱えにくい環境づくりに繋がったと考えられ
る。

継 →
病院総務企
画課 B

① 　相談
窓口を開
設し、防止
を図る

≪相談事業≫
・相談員３名
・相談日
　毎週月～金曜日、第２・第４土曜日　８時３０分～１７時１５分
　第１・第３金曜日　 ８時３０分～２０時００分
　相談総件数　１７０件（うちＤＶ２２件）
・関係機関との連携を実施
・ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性のある現
場職員、窓口担当職員への研修や連絡会を実施
・相談窓口の周知広報を実施
　市内各施設にポスター、相談カードを設置
　（ポスター民間３０ケ所、公共５３ケ所、病院３ケ所）
　（相談カード公共４ケ所、民間４ケ所）
・成人式にて新成人への啓発チラシを配布

≪相談苦情処理窓口≫
　令和元年６月に職場におけるハラスメント全般の相談窓口を設
置した。
　　　利用実績なし

≪セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントのない職場づく
り≫
　相談窓口を設置し、必要に応じて相談に応じた。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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　施策１８　男女とも育児休業や介護休業をとりやすくする

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）を対象
に研修会を開催し、
ワーク・ライフ・バランス
をはじめとして、男女と
も育児休業や介護休業
をとりやすくするための
啓発を行います。

　福井県における男女の時間の費やされ方のデータより
女性は仕事と生活の多重負担に陥りやすい現状があるこ
とを認識し、負担軽減の為には女性だけではなく男性も共
にワーク・ライフ・バランスについて考えることが重要であ
ることを再認識することができた。
　男女とも育児休業や介護休業を取得することができるよ
う柔軟な制度の整備や職場環境の推進に効果的な研修を
今後も検討していきたい。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

市職員の出産・育児に
係る休暇促進を図るた
め、休暇・休業制度の
説明を記載した冊子の
更新及び周知を行いま
す。

　子どもが生まれたときの提出書類一覧を更新し、より分
かりやすくなるよう努めた。
　また、取得率の低い休暇については、周知をして認知度
を高めるとともに、対象職員が取得しやすい環境づくりを
行っていく必要がある。

継 → 総務課 Ｂ

c

市立敦賀病院におい
て、休業等の制度の周
知や先進地事例の紹介
を通じ、制度の活用を
図ります。

　必要な時期に必要な勤務形態や休暇を取得していると
考える。

継 →
病院総務企
画課 B

①　休業制
度等の周
知や先進
地事例の
紹介を通じ
て制度の
活用を図る

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。

≪子育て支援ハンドブック≫
　育児休業の制度や、出産・育児に係る支援措置等を庁内掲示板
にて周知している。また取得率の低い特別休暇（出産補助休暇・
育児参加休暇）についても、庁内掲示板にて周知を行い、取得率
を上げることに努めた。

≪育児休業、介護休業の両性による取得の促進≫
　現行の制度について、利用しやすい雰囲気づくりを行った。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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a

市職員の育児休業等取
得者の代替として非常
勤職員を採用するな
ど、業務遂行に支障が
生じないよう努めます。

　代替職員の配置により、職員の負担軽減を図ることがで
きた。
　会計年度任用職員のほかに任期付職員の採用を検討し
たい。 継 → 総務課 Ｂ

b

市立敦賀病院におい
て、育児休暇等が取得
しやすい職場の雰囲気
づくりを目指します。

　必要な時期に必要な勤務形態や休暇を取得していると
考える。

継 →
病院総務企
画課 B

②　育児・
介護休業
が取得しや
すい職場
の雰囲気
をつくる

≪代替職員の補充≫
　休業している職員の代替として人事異動時には正規職員を配置
した。また、年度途中にあっては非常勤職員を採用するなど、必要
な代替職員を配置した。

≪育児・介護休業を取得しやすい職場環境づくり≫
　現行の制度について、利用しやすい雰囲気づくりを行った。
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　施策１９　管理職への登用や意思決定に際して女性の参画機会を広げる

成果/課題 次年度 方向性

a

市職員の年齢、経験年
数、役職等により必要と
される職務遂行能力を
明確化し、その能力を
向上させるため、体系
的に研修を実施しま
す。

　今後も、各階層ごとに実務能力の向上につながる研修を
行い、性別にかかわりなく仕事に意欲的に取り組み、能力
を発揮することができる職場風土の醸成を行う必要があ
る。

継 → 総務課 Ｂ

a

市職員の意欲増進、資
質の向上及び組織の活
性化を図るため、管理
職へ昇格するための選
抜試験を実施します。

　昇格試験や人事考課の結果を基に、人事異動において
男女を問わず、客観的判断基準に基づき、昇格者を決定
している。
　しかし、一部職員において昇格試験に挑戦しない者もい
るので、昇進意欲の醸成を図る必要がある。 継 → 総務課 Ｂ

a

男女共同参画推進員
（事業所推進員）を対象
に研修会を開催し、女
性が働き続けるための
取り組みに係るテーマ
を設定します。

　福井県の地域特性として３世代同居が多くまた３世代近
居によっても、親世代（特に祖母）からの育児サポート、家
事支援を得ているケースが多いことを学んだ。女性が結
婚、出産、育児、介護等により自己のワーク・ライフ・バラン
スが崩れた時、意欲をもって働き続け両立していく為には
親世代だけではなくパートナーとの役割分担を望む声が多
く、家庭生活における分担割合のデータより就業を継続す
るにはどのような取り組みが必要であるかを考えることが
できた。

継 → 市民協働課 Ｂ

③　女性が
働き続ける
ための取り
組みに対し
支援する

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・事業所推進員研修会
　演　題　　「福井県の地域特性と男女の働き方
　　　　　～性別にかかわらずいきいきと働ける職場をめざして～」
　講　師　　福井県立大学看護福祉学部　教授　塚本　利幸　氏
　日　時　　令和２年１月２９日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市立図書館　第２研修室
　参加者　 ３８名
　内　容　　男女共同参画の視点から事業所に求められる男性も
女性も活躍できる職場づくりについて、データを交えて学びグルー
プ討議を実施した。

担当課　評価
実　　　　　　績

①　リー
ダーや管
理職に就く
ための研
修やキャリ
ア・アップ
の機会を
男女平等
に与える

≪新任係長研修等各種研修≫
・市が企画する研修や派遣研修においては、男女平等に受講者を
選抜している。
・女性職員のキャリア形成を支援することを目的とした研修に職員
を派遣した。

②　人事考
課制度を
活用し、市
における女
性職員の
管理職等
への登用
を積極的
に行う

≪管理職試験昇格制度≫
　管理職、係長、主査昇格試験をそれぞれ実施した。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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基本課題（１１）農林水産業や自営業などで男女共同参画を推進する

　施策２０　女性の経営への参画機会を拡大する

成果/課題 次年度 方向性

a

新規就農をした方が円
滑に就農するための就
農環境整備や経営安定
の支援を行います。

　青年就農給付金の給付期間終了後、３年間は半期ごと
に就農状況報告を受けることになっており、現在の経営状
況に応じて必要な助言等を行った。

継 →
農林水産振
興課 B

a

女性経営者の自己研
鑽、育成を支援します。

　女性の視点から事業を安定的に継続させるための知識
やノウハウを検討・習得し、普及啓発活動に取り組んだ。

継 →
商工貿易振
興課 B

担当課　評価
実　　　　　　績

①　農業・
漁業及び
林業経営
の方針決
定過程へ
女性の参
画拡大を
図る

≪新規就農者育成支援事業≫
　青年就農給付金受給終了後３年目の就農状況報告を受けた。
　　　（女性１名）

②　女性の
起業促進
や経営者
の学習・研
鑽活動を
充実する

≪女性会事業補助金≫
　女性経営者の自己研鑽、育成を支援

　農林水産業は地域の持続的発展にとって重要な産業ですが、家庭や集落単位で営まれていることが多く、経営安定が課題となっていま
す。
　そこで、女性が対等なパートナーとして経営等に参画でき、また、女性が働きやすい作業環境の整備や就農支援など、男女共同参画の推
進を図ります。
　また、自営業などで女性が主体的に経営参画し、経済的地位の向上が図られるよう、学習や研鑽活動を充実させます。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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基本目標４　　男女共同参画の視点を取り入れた推進と進行管理の体制を構築する

男女共同参画審議会　評価コメント

　市が行う様々な行政サービスは、男女共同参画に関係するものが多くあります。
　本市では、男女共同参画室を中心に、あらゆる取り組みについて男女共同参画の視点を持ち、世代や生活形態などに応じてきめ細やかに実施され
るよう、関係課との連携を強化します。

・敦賀市においてもトランスジェンダーの方への偏見等をなくす取組みが必要である。
・行政は事業所のモデルになるべきであり、女性管理職の比率が上がっているのはよい。以前より女性校長がおり、敦賀市の特性である。
・市の審議会、委員会の女性比率を高めるため、一定数を女性に割り当てるクオータ制を導入している国もあり、手段として必要であるかもしれ
ない。
・事業所においてここ数年地方の女性を育てていこうという取組みが活発になってきており、意識も変わってきている。
・各事業を継続するだけではなく、今年度は特定の事業に集中して実施するなど検討することも大切である。事業を見える化し、単独の課だけで
はなく、敦賀市全体で推進するための体制整備が必要である。
・漫画やポスターを利用したわかりやすい広報を検討するとよい。
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　施策２１　講座や講演会等を充実する

成果/課題 次年度 方向性

a

市民や男女共同参画推
進員等を対象に講座や
研修会を開催し、男女
共同参画推進のための
啓発を充実します。

　男女共同参画推進員向けの研修会の開催によって、意
識啓発に繋がった。地域及び事業所推進員研修会では、
男女共同参画を４つの視点から捉えることにより理解を深
めることができた。
　男女共同参画推進講座は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止となった。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

講座・講演会等に参加
しやすいように、保育園
における一時預かり等
を実施します。

　保育所に通っていない乳幼児を、保護者の就労または
特別な理由（通院、リフレッシュなど）により、緊急、断続的
に家庭で保育できないときに、一時預かり事業を継続して
実施した。 継 → 児童家庭課 B

実　　　　　　績
①　地域・
職場・家庭
で男女共
同参画を
実践するた
めの講座
を開催する

≪男女共同参画推進事業≫
・地域及び事業所推進員研修会
　演　題　　「男女共同参画～その本当の意味と理解～」
　講　師　　合同会社WLBC関西　執行役員　福井　正樹　氏
　日　時　　令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　あいあいホール
　参加者　 ６０名
　内　容　　男女の違いを労働、家事・育児、介護、教養の4つの視
点から、社会の現状、なぜ起きるか、どうしたら是正できるかにつ
いて学んだ。

・男女共同参画推進講座（市民対象）
　令和２年３月２２日（日）に予定していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため講座開催を中止とした。

②講座・講
演会等開
催時に一
時保育を
実施する

≪保育サービスの提供≫
　公立保育所１ヶ所、私立保育所５ヶ所

基本課題（１２）世代や生活形態に応じたきめ細やかな広報と啓発を強化する

　市の取り組みの中で、最も重要となるのが広報と啓発です。市民や企業等、あらゆる主体の自主性を引き出すきっかけ作りが求められま
す。
　そこで、男女共同参画に関する講座や講演会等を充実させるとともに、男女共同参画情報紙を中心に広報活動を強化します。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
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a

男女共同参画推進情報
紙「りぷる」を発行しま
す。

　男女共同参画月間の６月とＤＶ防止運動期間の１１月に
情報の発信を行った。
　７月号では、座談会形式とし学校の出席簿や家事の分
担の変化等、誰もが経験することが話題になりどのように
変化したか具体例を取りあげたことにより、男女共同参画
をより身近にわかりやすく考えられるように工夫した。
　また、意識の変化に関し２０年前と比較した捉えやすい
データのみを引用することにより、２０年間の変化について
視覚的にも一目で理解しやすい記事とした。
　１１月号では、高校生が作成した展示物であることや図
書館でのコーナーの設置を紹介し、広く周知することがで
きた。
　広報敦賀は若男女、誰もが閲覧するものなので、性別及
び世代に関係なく見やすいレイアウト及び文字になるよう
工夫し、ワーク・ライフ・バランス、共家事等の用語を用い
て用語理解も進めていきたい。

継 → 市民協働課 Ｂ

③ 　男女
共同参画
情報紙を
発行する

≪男女共同参画推進事業≫
　単独情報誌「りぷる」ではなく、広報敦賀に特集記事、啓発イベン
トについて掲載した。
・７月号（令和元年６月１１日発行　特集２頁）
　　　　特集　「男女共同参画社会基本法施行２０年　意識の変化
　　　　　　　　今・昔」(つるが男女共同参画ネットワーク会員による
　　　　　　　　座談会)
・１１月号（令和元年１０月８日発行）
　　　　おしらせ　「ＤＶ被害防止啓発イベント」
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基本課題（１３）相談体制を充実する

　施策２２　性差に関する相談業務を充実する

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画に関する
様々な相談に応じられ
る窓口の充実を図りま
す。
また、各相談機関との
連携を密にし、相談業
務の強化にあたりま
す。

　関係機関と情報共有をすることで、きめ細やかな対応を
することができた。また、被害の拡大防止に繋がった。
　今後も関係機関と連携を取りながら、ケースによって適
切な対応がとれるように情報収集に努めたい。

継 → 市民協働課 Ｂ

a 同上 同上 継 → 市民協働課 Ｂ

a 同上 同上 継 → 市民協働課 Ｂ

③　セク
シュアル・
マイノリティ
に対する相
談業務に
取り組む

同上

担当課　評価
実　　　　　　績

①　性によ
る差別的
取扱いに
対する相
談業務を
充実する

≪相談事業≫
・相談者又は関係機関からの情報により、二州健康福祉センター
等と連携して実施
・ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性のある現
場職員、窓口担当職員への研修を実施
・関係機関への同行支援を実施

②　ＤＶに
対する相
談や通報
体制を確
立し被害者
を支援・救
済する

同上

　男女の人権尊重や男女共同参画推進を阻害する行為については、防止・抑制していかなければなりません。
　ＤＶをはじめとするあらゆる暴力や多様なハラスメントなどについては、起こりうる被害を未然に防止するとともに、発生した場合の対
処も必要になります。
　本市では、性差に関する相談業務において、個々の状況に的確に対応した助言を行うとともに、関係機関との連携によって被害の拡大を
食い止めるなどの取り組みを行います。
　また、セクシュアル・マイノリティに対する相談業務にも取り組みを進めます。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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　施策２３　推進団体や様々な分野で活躍する人材を育成する

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画推進団体
「つるが男女共同参画
ネットワーク」の運営を
支援します。
また、男女共同参画を
推進する団体・グルー
プへの情報提供や必要
とする支援を実施しま
す。

　団体の自立した活動を妨げないように配慮しながら、必
要となる活動支援を行った。
　行政とは別の視点で男女共同参画を推進することは重
要であり、今後も団体の自立を妨げない適切な支援を継
続して行う。
　ＤＶ防止講座を合同で開催したことにより、例年よりも多く
の参加者を募ることができた。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

市民活動団体で活動し
て い る 方 や 市 民 に 対
し、男女共同参画の視
点で活動していただけ
るよう働きかけを行いま
す。

　イベントを開催することで性別に関係なく、様々な団体や
市民が交流することができ、男女共同参画実践の一助に
なれた。

継 → 市民協働課 Ｂ

担当課　評価
実　　　　　　績

①　男女共
同参画推
進団体等
の活動を
促進する

≪つるが男女共同参画ネットワークへの運営支援≫
・年１２回理事会に参加し、情報共有を行った。
・団体補助金を交付した。
・ＤＶ防止講座を合同で開催した。
・情報提供を行った。

②　様々な
分野で活
躍する人
材を育成
し、男女共
同参画の
実践を進
める

≪市民活動団体等への働きかけ≫
　JoyJoy敦活フェスタを開催し、団体間の交流の促進・活性化を
図った。
　日　時　　令和元年１１月１０日（日）１０時００分～１６時００分
　参加者　 ２４団体、来場者３，４００名
　内　容　　市内で活動するＮＰＯ法人や市民活動団体等による活
　　　　　　　動発表や体験教室の開催

基本課題（１４）男女共同参画を推進する人材を育成する

　男女共同参画社会を実現するための啓発・支援については、市の取り組みに加えて地域の多くの方から協力を得ることで充実します。
　男女共同参画の推進に寄与するＮＰＯ法人や市民活動団体、さらには男女共同参画推進団体等の活動を支援し、市全体で男女共同参画社
会の実現をめざします。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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基本課題（１５）政策決定・推進の場で男女共同参画を進める

　施策２４　市民参加と協働によるまちづくりを推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

市民活動団体等への情
報提供や必要とする支
援を実施します。

　市民活動団体等による催しなどについて、市ホームペー
ジ、行政チャンネル及び広報敦賀への掲載を行い、市民
活動団体等の活動を広く市民に周知できた。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

市民協働のまちづくりを
推進するため、職員対
象の研修会を開催しま
す。

　ご当地グルメを全国に広めた講師の経験を基にした実
践的なまちづくりの講演を開催することができ、参加者か
らは好評で、意識高揚に大きく貢献できた。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

市民協働の意識高揚を
図るため、職員へ地域
活動への参加を呼びか
けます。

　呼びかけにより、地域活動への参加者が増えているかど
うかを把握できていない。

継 → 総務課 Ｂ

≪職員への地域活動参加の呼びかけ≫
　職員アンケート、庁内掲示板等を通して、地区の行事等、地域活
動への参加状況を把握するとともに、積極的に参加するよう呼び
かけを行った。

担当課　評価
実　　　　　　績

①　ＮＰＯ
法人やボラ
ンティア
等、市民活
動団体設
立・運営や
イベント等
の開催を
支援する

≪市民協働・ＮＰＯ等活動推進事業≫
　市内で活動する市民活動団体等への情報提供や広報等を実施
した。

②　市職員
が地域で
の活動を
積極的に
実践し、市
民協働の
意識高揚
を図る

≪市民協働・ＮＰＯ等活動推進事業≫
　市民活動団体、市民及び職員の合同で開催
　演　題　「できることからはじめるまちづくり～ボルガライスはこう
　　　　　　やって全国に広まった～」
　講　師　日本ボルガラー協会　代表　波多野　翼　氏
　　　　 　（越前市役所社会福祉課所属、「地方公務員が本当にす
　　　　　　ごい！と思う地方公務員アワード２０１９」受賞）
　日　時　令和２年２月１４日（金）１９時００分～２０時３０分
　場　所　プラザ萬象　第３会議室
　参加者　２１名
　　　　　　（市民団体７名、市民４名、市役所職員１０名）
　
　

　本市における男女共同参画推進のためには、市が自ら率先しなければなりません。
　そこで、市政のあらゆる場面において男女共同参画を積極的に進めます。
　特に、市民との協働や、審議会など市民参加による政策決定の場での女性の登用、また市の人員配置における女性管理職の積極的登用な
どを推進します。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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a

各種審議会や委員会で
の市民公募を積極的に
実施するため、庁内関
係部署へ協力を促しま
す。

　市民公募枠を設けている審議会が少なく、募集をかけて
も応募がないこともあり、選出方法の見直しや募集方法の
改善により、今後も継続して推進する必要がある。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

敦賀市政について、広く
市民からの提案をいた
だきます。

・提案メールや公民館等市施設１２ヶ所に設置した意見箱
及びホームページにより、広く市民から提案や意見をいた
だいた。
・ざぶとん会を地区公民館等で開催し、まちづくりに関する
意見交換を実施した。
・提案メールの内容及び市の回答、ざぶとん会の開催状
況をホームページで公表した。

継 → 秘書広報課 B

③　市長へ
の提案メー
ルや審議
会への市
民公募な
ど、市民の
幅広い市
政参画を
促進する

≪性別や年齢に関係なく、市政に参画できるよう働きかけ≫
・庁内各種審議会や委員会の女性の登用、市民公募状況の調査
を実施した。
・審議会女性の割合２４．４％、委員会女性の割合２２．２％
・審議会市民公募の割合２．１％、委員会市民公募の割合０％
・庁議において働きかけを行った。

≪市長への提案メール、アクセス２１事業、市民とのざぶとん会な
ど≫
・敦賀市政について、市民からの提案や意見を募集
　　　提案メール　２０７通　アクセス２１　６９件
・市民を対象にまちづくりに関する意見交換を実施
　　　ざぶとん会　開催数　１１回　　参加者数　２９０名
・市の広報事業に関するアンケート調査を実施
　　　対象　市民１，２００名 　回答数　４６７名
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　施策２５　政策決定・推進の場で女性の活躍を推進する

成果/課題 次年度 方向性

a

各種審議会や委員会で
の女性の積極的登用を
図るため、庁議におい
て各部局長へ協力を促
すとともに、庁内推進体
制（敦賀市男女共同参
画推進会議）を構築して
積極的に推進します。

　審議会においては前回委嘱より女性が増加し改善は見
られるが、第３次つるが男女共同参画プランの目標数値指
針である３０％をまだ達成できていない。女性登用率３０％
未満の原因を調査した結果に基づき、選出方法の見直し
や男女の構成比への配慮を含めた団体等への依頼、又
は依頼先の変更等により、達成できるよう今後も継続して
推進する必要がある。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

職員の意欲増進、資質
の向上及び組織の活性
化を図るため、管理職
へ昇格するための選抜
試験を実施します。

　昇格試験や人事考課の結果を基に、人事異動において
男女を問わず、客観的判断基準に基づき、昇格者を決定
している。
　しかし、一部職員において昇格試験に挑戦しない者もい
るので、昇進意欲の醸成を図る必要がある。

継 → 総務課 Ｂ

担当課　評価
実　　　　　　績

①　各種審
議会や委
員会での
女性の登
用率向上
を図る

≪各種審議会や委員会での女性の積極的登用の働きかけ≫
・庁内各種審議会や委員会の女性の登用状況調査を実施した。
・審議会女性の割合２４．４％、委員会女性の割合２２．２％
・庁議において働きかけを行った。

②　人事考
課制度の
活用により
女性職員
を管理職
等へ積極
的に登用
する

≪管理職試験昇格制度≫
　管理職、係長、主査昇格試験をそれぞれ実施した。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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基本課題（１６）庁内推進体制を充実する

　施策２６　男女共同参画の推進拠点を充実する

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画推進団体
である「つるが男女共同
参画ネットワーク」の運
営を支援します。
また、男女共同参画を
推進する団体・グルー
プへの情報提供や必要
とする支援を実施しま
す。

　団体の自立した活動を妨げないように配慮しながら、必
要となる活動支援を行った。
　行政とは別の視点で男女共同参画を推進することは重
要であり、今後も団体の自立を妨げない適切な支援を継
続して行う。
　ＤＶ防止講座を合同で開催したことにより、例年よりも多く
の参加者を募ることができた。

継 → 市民協働課 Ｂ

a

全庁的な男女共同参画
の推進体制を構築する
ため、敦賀市男女共同
参 画推 進 会議 に おい
て、働きかけを強化しま
す。

　男女共同参画推進には他部署の理解と協力が必要なた
め、働きかけを継続して行う必要がある。他部署と横断的
に男女共同参画を推進していくために、効果的な方法で働
きかけを行う必要がある。

継 → 市民協働課 Ｂ

担当課　評価
実　　　　　　績

①　男女共
同参画推
進団体等
の活動を
促進する

≪つるが男女共同参画ネットワークへの運営支援≫
・年１２回理事会に参加し、情報共有を行った。
・団体補助金を交付した。
・ＤＶ防止講座を合同で開催した。
・情報提供を行った。

②　男女共
同参画室
を中心に
全庁的な
推進体制
を構築する

≪敦賀市男女共同参画推進会議における働きかけ≫
　施策実施報告のみのため敦賀市男女共同参画推進会議は開催
せず、効率化を図り文書での報告を行った。

　市の様々な取り組みは、男女共同参画を推進するうえでも重要なものです。
　そこで、市のすべての取り組みについて、男女共同参画の視点を取り入れるよう、所管する市民協働課男女共同参画室を中心として全庁
的な推進体制を構築します。
　特に、関係事業の実施状況について男女共同参画室が把握・評価し、指導していきます。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度
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　施策２７　各部署の事業で参画を進める

成果/課題 次年度 方向性

a

男女共同参画情報紙や
ホームページ等に掲載
する場合、男女の人権
を踏まえた表現に配慮
します。

　男女共同参画の視点を持ち、記載内容が男女及び幅広
い世代の方に見やすく、不快ではない表現やイラストにな
るように今後も工夫していきたい。
　人権を取り巻く社会情勢は変化していくので、人権を踏ま
えた表現に配慮できるよう男女共同参画に関する情報収
集に今度も努める。

継 → 市民協働課 Ｂ

b

ホームページ及びＳＮＳ
において情報発信する
際には、利用者の年齢
や性別、障がいの有無
にかかわらず誰もが利
用できるよう配慮しま
す。
また、基本的人権やプ
ライバシー権等に十分
留意することを職員向
け の 研 修 で 指 導 し ま
す。

　ホームページ及びSNSにおいて情報発信する際には、利
用者の年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、誰もが
利用できるよう配慮すること、基本的人権やプライバシー
権等に十分留意するよう指導した。
　音声読み上げソフトは機械的に読み上げるため、人の手
で随時更新していく必要がある。

継 → 情報管理課 B

c

広報紙や行政チャンネ
ルの中で、男女の人権
を踏まえた表現になる
よう文章や映像編集、イ
ラスト使用等に配慮しま
す。

　広報紙や行政チャンネルの内容が、老若男女に配慮し
たものとなった。

継 → 秘書広報課 B

a

敦賀市男女共同参画推
進条例第１６条に基づ
き、毎年、男女共同参
画の推進に関する施策
の実施状況を明らかに
した報告書を作成し、公
表します。

　庁内電子掲示板に掲載することで、各課が庁内全体の
取組状況を把握することができた。また、男女共同参画の
意識啓発に繋がった。

継 → 市民協働課 Ｂ

①　あらゆ
る広報・出
版物等で
男女の人
権をふまえ
た表現に
配慮する

≪男女共同参画推進事業≫
　広報紙や情報誌のホームページ記載事項に配慮した。

≪市ホームページ及びＳＮＳでの表現等≫
・ホームページ研修等において、アクセシビリティについて指導
・SNSでの情報発信の充実
・音声読み上げソフトの更新

≪広報紙発行、ＣＡＴＶ行政チャンネル制作委託事業≫
　広報紙及び行政チャンネルの中で、男女が平等に表現されるよ
うにイラスト使用や映像編集を心がけた。

②　男女共
同参画社
会の実現
に向けて、
市行政の
取り組み状
況を把握・
評価する

≪つるが男女共同参画プラン　施策実施報告書≫
・各課の施策実施状況を把握し、公表を行った。
　報告書には審議会委員からの評価コメント欄を設けた。
・庁内電子掲示板に平成３０年度報告書を掲載した。

計画項目 取り組みの概要
令和元年度

担当課　評価
実　　　　　　績
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a

ＤＶ被害者の早期発見
とその支援を図るため、
病院や保育現場をはじ
めとする、ＤＶ被害者と
関わる職員又は関わる
可能性のある職員を対
象に研修を行います。

　災害時に増加するリスクが高まるＤＶや性暴力を未然に
防ぐための意識づけを図ることができた。
　ＤＶの早期発見、被害防止のために、相談関係各課を対
象に研修会を実施し、各機関の役割を再確認するとともに
専門的な知識を深めることができた。

継 → 市民協働課 Ａ

b

相談業務関係窓口担当
者連絡会を開催し、各
相談機関との連携を密
にし、相談業務の強化
にあたります。

　既存の関係課だけにとらわれず、関係機関を呼びかけ
て、被害の早期発見・防止について学び、相談業務の強
化を図った。
　関係機関は内容によって変更になるので、既存の相談
業務関係窓口担当者連絡会の関係課だけにとらわれず、
今後も柔軟に関係課を呼びかけを行う。 継 → 市民協働課 Ｂ

③　男女共
同参画の
視点での
事業を実
施するた
め、職員の
研修を行う
など意識の
高揚を図る

≪男女共同参画推進事業≫
・ＤＶ被害者支援専門研修会
　演　題　　「相談対応から見えるＤＶ被害の現状と支援について」
　講　師　　公益財団法人ふくい女性財団　　主査　東野　香里　氏
　日　時　　令和元年８月１日（木）１３時３０分～１５時００分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 ５３名
　　　　　　　（市窓口担当課、市内公私立保育園及び幼稚園長、放
課後児童クラブ代表、市内小中高養護教諭、敦賀病院 医療支援
部地域医療連携室）
　内　容　　ＤＶ被害者やＤＶ家族の子どもたちと直接関わる可能性
のある現場職員が事例をもとに専門的知識を深めた。

・ＤＶ防止講座
　演 題　　　「避難生活でいのち・健康・安全、本当に守れますか？
　　　　　　　～高齢者・障害者・子ども・女性の視点から～」
　講　師　　減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表
　　　　　　　早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員
　　　　　　　浅野　幸子　氏
　日　時　　令和元年１１月７日（木）１３時３０分～１５時３０分
　場　所　　敦賀市福祉総合センター　ふれあいホール
　参加者　 １０１名
　　　　　　　（つるが男女共同参画ネットワーク会員、市職員［危機
管理対策課、他避難所開設に伴う職員、公民館の職員］、敦賀市
公私立保育園及び幼稚園長、放課後児童クラブ代表、市内小中
高養護教諭、敦賀病院 医療支援部地域医療連携室、地域包括支
援センター）
　内容　　災害時に弱者が被害に遭うリスクが高まる、という調査
結果をもとに、災害時にどのようなことが起こっているのかを知り、
男女共同参画の視点から見た防災を学んだ。
　

③　男女共
同参画の
視点での
事業を実
施するた
め、職員の
研修を行う
など意識の
高揚を図る

≪相談業務関係窓口担当者連絡会≫　を
≪住民基本台帳事務における支援担当者を対象としたＤＶ防止に
かかる連絡会≫に変更
　【対象課】
　総務課、税務課、債権管理課、情報管理課、生活安全課、市民
課、地域福祉課、健康推進課、児童家庭課、国保年金課、長寿健
康課、住宅政策課、経営企画課、学校教育課
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